
序　　論

　ブランデンブルクをはじめとする東部ドイ

ツの貴族（ユンカー）は、プロイセン国家の

支配的身分・階級であったがために、その歴

史についてはこれまで多くの歴史研究が積み

重ねられてきた。このうち近世史の領域では、

わが国においては、いわゆる農場領主制

Gutsherrschaftの形成過程に焦点を当てた

比較経済史研究とともに、絶対王制下の身分

制諸機関や官職制度を検討対象とした、社会

史的性格をあわせ持つ国制史研究の領域に優

れた研究が存在する(1)。本研究は、ブランデ

ンブルク、特にその中でオーデル河西岸の

クールマルクに地域を限定し、近世貴族の成

立過程に関する大まかな見取り図を描くこと、

特に17世紀をはさみ、18世紀の貴族支配の特

性を、16世紀のそれとの比較によって明らか

にすることを課題としているが、その際、上

記両領域での貴族像を一つの歴史像にまとめ

あげることに、筆者の注意は払われている(2)。

　ブランデンブルク貴族達の「権力エリート」

Machteliteとしての特徴は、領主貴族である

とともに官職貴族（軍隊将校をも含めた）で

あることに求められる。即ちブランデンブル

クの「権力エリート」とは、封建的制度を強

く残しつつ市場経済のダイナミックな発展を

み、他方で家産的・身分制的要素を含みつつ

も大がかりな国家形成が進んだこの時期に

あって、両領域で支配的地位を占め、しかも

これらの発展より最大の利益を得た一群の貴

族達であった(3)。しかしながらわが国のドイ

ツ史学界においては、この両規定をまとめあ

げ一つの身分として彼らを分析する試みは、

なおざりにされてきたといっても過言ではな
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い。高柳信一氏によって、国制史研究に比較

経済史研究の成果を取り込む試みが行われた

にもかかわらず(4)、その後両領域は互いの研

究史に無関心のまま今日にまで至っているこ

とに、その主要な原因を求めることができる

が、他方で両領域における次のような限界も

また、貴族身分を階層として充分検討しえな

かったことの要因となっているように思われ

る。即ち国制史の分野においては、たとえそ

れが社会史的性格を帯びていたとはいえ、基

本的に制度分析の域を出ず、このため貴族達

を実体を持った身分・階層として捉えること

ができなかった。他方経済史領域の研究にお

いては、領地経済の検討をすすめるに際して、

東エルベ領主制の一般的性格を強調する傾向

が強く、その場合それが貴族領であるか、あ

るいは教会・修道院、都市参事会、領邦君主

などの領地であるかに関心はあまり向けられ

ず、また貴族領に属する場合でも、当該領主

の貴族身分全体の中での位置については、ほ

とんど意味を見いださなかった。

　かくしてわれわれは、ブランデンブルクの

官職＝領主貴族による権力と所領の支配を関

連づけながら検討することになるが、その場

合、貴族を均質な階層として捉えることはで

きないし、また貴族全体が上記のごとき「権

力エリート」の地位を享受するものではな

かったことにも、注目しておきたい。近年ド

イツの学界においては、ブランデンブルク貴

族内での多様な存在に注意が向けられている

が(5)、貴族身分全体を総合的に検討すること

が困難な日本人研究者であっても、「権力エ

リート」として代表的・典型的存在を貴族身

分の中から選び出し、それらに検討の対象を

限定することは可能であろう。しかも貴族の

中の「権力エリート」は、中世から近代への

途上で構成員の入れ替えを行いつつ、支配者

としての性格を変えていった。その跡を追う

ことによってわれわれは、近世における貴族

身分の変化ばかりではなく、農村社会と権力

構造の変化の意味をも明らかにすることがで

きるであろう。そこで本稿では、16世紀の城

主＝官職貴族と、17世紀後半・18世紀におけ

る軍政官・将校層を代表的・典型的貴族＝

「権力エリート」として設定し、彼らを中心に

ブランデンブルクの官職＝領主貴族の、権力

ならびに領地支配の特徴について検討するこ

とにしたい(6)。

　さて近世貴族史の大まかな成立過程を描き

出すに際して、段階設定は不可欠である。こ

こ で わ れ わ れ は、長 期 的 景 気 循 環

Konjunkturの視点から次の三つの段階を設

定する。即ち、1）15世紀後半より開始され

る16世紀の好況局面。2）16世紀末不況に端

を発っし、三十年戦争において頂点に達する

「17世紀危機」の時期。3）三十年戦争後から

始まり、1720年代まで続く「17世紀危機」

からの脱却過程(7)。さて本稿がこのような段

階設定を重視するにしても、景気循環そのも

のの経済史的解明を目的としてはいない。む

しろ本稿で強調しなければならないのは、こ

の長期的景気循環の起動力が、スペイン、オ

ランダ、イギリス、フランスといった西欧の

中核諸国にあるにしても、それに合わせてブ

ランデンブルク社会が連動する場合、その変

化を呼び起こす内在的要因がブランデンブル

クの内にも存在したという点であり、中でも

上記「権力エリート」の秩序形成能力やその

喪失が、内部において循環を作り出す決定的

要素となった、ということであった。かかる
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長期的景気循環は、経済的であるばかりでな

く同時に政治的でもあり、従って「権力エリー

ト」にとって好況局面は、自ら創出した権力

的・社会的秩序より順調に利益を獲得しうる

段階とすることができ、これに対して不況局

面においては、秩序の動揺より利益が縮減し、

新たな秩序形成に向け「権力エリート」の新

陳代謝をも含む再編が行われる段階と、規定

することができるであろう。

 

Ⅰ　城主＝官職貴族の形成

１　中世後半の社会秩序混乱と城主

　1319年にブランデンブルク辺境伯家で

あったアスカニア家が断絶して以来、15世紀

前半までブランデンブルク社会が混乱した原

因を権力的要因に求めるならば、次にあげる

３つの対立関係が複雑に絡み合い進行したこ

と、とすることができる。

　アスカニア家断絶直後に、辺境伯の地位を

めぐって先ずは近隣のザクセン、ポメルン、

メクレンブルク各大公が争うが、その後は皇

帝家を中心に西南ドイツ諸侯が競い合う。こ

の間ヴィッテルスバッハ家（1323 ― 73）、ル

クセンブルク家（1373―1415）、ホーエンツォ

レルン家（1415年以降）と、辺境伯・選帝侯

家が移り変わり、15世紀前半までその地位は

安定しなかった。特にヴィッテルスバッハ、

ルクセンブルク両家の対立によって、14世紀

中葉は中世後期において秩序が最も混乱した

時期に当たる。「盗賊騎士」Raubrittertumの

掠奪行為による被害が、この当時頂点に達し

た(1)。

第１節　16世紀における城主＝官職貴族と

　　　農場領主制の形成

　第２の対抗関係は、辺境伯と周辺諸侯との

間での境界領域支配をめぐって繰り広げられ

た戦争である。アスカニア家断絶直後にブラ

ンデンブルクは、辺境伯位をめぐって争った

上記三大公によって三分割されかかったこと

もあったが、その後もアルトマルクやウッ

カーマルクのような辺境地域が争奪の対象と

なるのはもちろん、プリクニッツ、ミッテル

マルクもまた周辺諸侯の介入を免れえなかっ

た。具体的には南方のザクセン、ベーメン、

西方においてのマクデブルク、ブラウンシュ

ヴァイク、北方におけるメクレンブルクやポ

メルンなどの諸侯権力との闘争である。

ヴィッテルスバッハ家の辺境伯位の放棄は、

皇帝家ルクセンブルクの圧力とともに、メク

レンブルク、ポメルンとの対立が膠着した中

で行われた(2)。

　第３の対抗関係は、貴族の中で隔絶した地

位を持ち、城塞によって独立した軍事力を有

する城主Burgherrn、特に境界地域のそれが、

おのれの裁量によって同盟関係を諸侯と結び、

辺境伯や同輩貴族と対立したことである(3)。

ブランデンブルクの下級貴族は、城塞を所有す

る 貴 族Burggesessenen, Beschlossenenと

それを持たない貴族Unbeschlossenenに分

類され、前者が隔絶した地位を得ていた。ハー

ンのアルヴェンスレーベンAlvensleben家

を中心とするアルトマルク貴族研究によると、

この地では中世後期において、辺境伯、マク

デブルク大司教、ブラウンシュヴァイク大公

がそれぞれ、境界地域の城主達を自己の陣営

に引き込むためにレーン契約を行使しながら、

敵対相手を凌ぐにこれによっては不十分で

あったため、さらにしばしば対等の立場で城

塞利用に関する同盟や契約を城主と締結した。

― 11 ―



こうした関係は、城主側が諸侯より金銭を受

け取り、城塞利用の便宜を与える場合と、逆に

諸侯が自らの資金力不足と境界地域での軍事

力の脆弱さを補うため、有力貴族より資金供

給を受け、その代償に城塞を抵当として譲り

渡す場合がありえた(4)。ハーンはこうした契

約や同盟関係を、レーン制の機能不全の証左で

あるとするとともに、それらによって権力的

支配が商業的取引化Kommerzialisierungさ

れたことに歴史的意義を見いだしている(5)。

そうであるならば、16世紀的権力構造は、既

に14世紀にその萌芽を見いだすことができ

る。しかしながらこの段階では、権力の商業

的取引化は、秩序の解体に先ずは作用した。

諸侯の側もその支配領域拡大のためには、城

主の支援を必要としていたが、後者もまた前

者の後ろ盾がなければ、同輩貴族間の対立を

勝ち抜けなかった。しかもErxleben系アル

ヴェンスレーベン家の場合をみるならば、状

況に応じ、辺境伯も含め次々と同盟相手の諸

侯を取り替えていた(6)。こうした同盟関係は、

これら貴族の独立性を高め、辺境伯の支配を

不安定化させるばかりか、諸侯間の対抗関係

と貴族間の対立を共振させ、地域レベルにお

ける武力的紛争解決Fehdeを煽りたてる役割

を果たしたとみてよい。しばしば互いに別の

諸侯と同盟することで、同一親族に属す城主

が対立しあい、親族的紐帯が形骸化する場合

さえ起こった(7)。

　以上のような諸侯や城主間の不断の戦争状

態と、それによる権力秩序の解体によって、

貴族の中から「盗賊騎士」が生まれ、彼らは

家畜などの掠奪を繰り返した。特に領邦間の

境界地域においてそれは頻発する。14世紀に

辺境伯は期限付きで周辺諸侯とラント平和を

締結し、その取り締まりをはかるが、目立っ

た効果は期待できなかった(8)。中世後期にお

いてブランデンブルクが人口を大きく減少さ

せたのには、ペストなどの要因も考えうるが、

しかし決定的であったのはやはり慢性的戦乱

状態と、「盗賊騎士」らによる掠奪の頻発で

あったろう。エンダースの計算によるとウッ

カーマルクでは、中世盛期に入植された173

村落の内（ポメルンに占領された地域を除く）、

1375年において農場数を減少させずに維持

できていた村落は44、1500年には６に過ぎず、

逆に無人化した村落は1375年において16、

1500年には55にものぼっていた(9)。またプリ

クニッツでは、中世盛期に存在した428村の

うち、中世後半において185が廃村化したと

いう(10)（ミッテルマルクに関しては第５表参

照）。

２　ホーエンツォレルン家統治体制の安定

とブルク平和

　ホーエンツォレルン出身の第２代選帝侯フ

リードリッヒ１世の治世（1437―70）は、ブ

ランデンブルクの秩序回復にとって転機と

なった。この時期になるともはや城主達が、

ブランデンブルク外の諸侯と軍事同盟を結び、

選帝侯に対して敵対的軍事行動をとる可能性

は消滅し、かわって彼らの中には、選帝侯に

資金提供等を通じて忠誠をつくすことにより、

城塞をレーンや抵当として獲得し、各地域に

おいて勢力を伸張する者が目立ってきた。例

えばアルトマルクのKalbe系アルヴェンス

レーベンとシューレンブルクSchulenburg、

ミッテルマルクのブレドウBredow、ウッ

カーマルクのアルニムArnim各家などがそ

れであり、彼らはまた君主が各クライス統治
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のために置いたランデスハウプトマン職

Landeshauptmann,-leute（ウッカーマルク

の場合はラントフォークトLandvogt）を独

占することになる(11)。以上の事実は、ホーエン

ツォレルンが城主の中にクリエントを育て上

げるのに成功し、領邦君主としての地位を高

めたことを意味した。しかしこれによって城

主達の城塞は、即座にはその歴史的意義を終

えはしなかった。次に城主として彼らが秩序

維持に果たした役割を、アルヴェンスレーベ

ン家の場合を中心に説明することにしよう(12)。

　中世末には、親族内でも城塞毎に独立的軍

事的行動をとったことは既に述べたとおりで

あるが、こうした現象は城塞内にも及び、し

ばしば同一の城塞を分有した兄弟が互いの城

館を隔てるために、城内に堀を新たに掘るこ

とさえあった。ところがハーンが明らかにす

るところによると、アルトマルクに城塞を所

有する大貴族達、例えばアルヴェンスレーベ

ン、シューレンブルク、クネーセベック

Knesebeck各家において、15世紀後半にはこ

のような分裂傾向に歯止めをかけ、むしろ親

族的紐帯を強めるという、共通した現象を認

めることができるという。ハーンは、親族的

結合の強化を、領邦国家制形成につれ軍事的

行動を制約された貴族達が、新たな状況に適

応するためにとった戦略であるとしている(13)。

この城主の親族的結合の強化は、秩序維持に

とって次のような積極的意味を持った。アル

ヴェンスレーベン家の場合、城塞毎に共同防

衛体制のため、城塞の修繕や増築の負担に関

する契約を親族間で取り交わしたが、さらに

それが発展し、1552年にはKalbe系で、また

56年にはErxleben系でブルク平和が締結さ

れた。これは、1550年代に入り、マクデブル

クがザクセンによって占領され、治安の乱れ

がアルトマルクにも波及し、傭兵などによる

暴力や掠奪が目立ち始めたことによって必然

化されたのであるが、このことは実質的に地

域においてラント平和を支えていたのは貴族

の城塞であったことを意味した。またブルク

平和体制は、外敵に対して向けられたばかり

ではなく、親族内の武力的対立も対象とし、

その抑止を目的として親族全体による宣誓共

同体Schwurgemeinschaftを形成し、21歳以

上の男子アルヴェンスレーベン全員に加入を

義 務 づ け る と と も に、上 述 のKalbe系、

Erxleben系双方のブルク平和体制ともに、親

族内に仲裁裁判制度Schiedgerichtを発展さ

せ、一族内の紛争は君主裁判権の介入を待つ

ことなく、対立する両当事者が共同で選出し

た親族内第三者の仲裁によって、解決をはか

るとしたのである(14)。

　さてブルク平和は、ラント平和の単なる補

完とみなすべきでない。1473､6年に選帝侯

アルブレヒト・アヒレスAlbrecht Achillesは、

辺境伯ヨハンJohannをはじめとする息子達

にフェーデを中止させ、盗賊行為を禁じるよ

う命じ、また1484年にブランデンブルク貴族

身分会議は、選帝侯の裁判権の下で、ラント

平和を実行することに賛意を表明していた。

しかしながら君主は自ら意のままにできる執

行機関をもって、ラント平和を実行する能力

を欠いていた。本来各クライスのラント

フォークトが、君主官僚としてそれを実行す

る立場にあったが、ラントフォークト職はそ

れに付随する城塞とともに、中世後期におい

て、資金提供の見返りに有力貴族の手に渡っ

ていた。例えばウッカーマルクでは、同地の

最有力貴族にラントフォークト職とともにボ
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イツェンブルク城が抵当として君主より与え

られ、同クライスにおけるラント平和実施の

担い手と位置づけられた(15)。しかも他のクラ

イスでは同職は消滅し、地元の有力貴族がラ

ンデスハウプトマンに任命され、彼によって

君主の任務が代行されることになっていた(16)。

選帝侯がラント平和を執行するに当たっては、

有力貴族すなわち城主層の軍事的実力に依存

するばかりでなく、結局彼らが自主的に結ん

だブルク平和こそが、むしろ近世初期におけ

る秩序維持の実体を形成していたのである(17)。

３　 16世紀における城主＝官職貴族の形成

　15世紀中葉にホーエンツォレルン家によ

るブランデンブルク統治体制が安定を増した

とはいえ、同家第３代選帝侯のアルブレヒト・

アヒレスの在位（1470―86）までは、同家当

主は、フランケン地方の領地（アンスバッハ、

バイロイト）とブランデンブルクを共に支配

し、前者の財源に後者の統治も大きく依存し

ていた。また1440年代末にベルリンに宮廷が

建設されていたが、そこに選帝侯が滞在する

期間もごく限られていた(18)。アルブレヒトは

在位16年のうち、ブランデンブルクに滞在し

たのはわずか35ヶ月に過ぎなかった。アルブ

レヒトの息子中でヨハンがブランデンブルク

選帝侯位を継承することにより、漸く選帝侯

が常時領邦内で親政をふるう体制が整い、ベ

ルリンも宮廷としての地位を確かなものとす

る一方、ブランデンブルクの統治体制はフラ

ンケン地方領地より独立を迫られることにな

る(19)。ところで15世紀後半の選帝侯の宮廷行

政は、フランケン地方出身者と並び、ブラン

デンブルクの聖職者と知識人市民層によって

支えられるにすぎなかった(20)。城主層は選帝

侯への公然たる反抗に終止符を打っていたと

はいえ、宮廷行政にはほとんど統合されてお

らず、地域支配は相変わらず、自立的武力を

保持する城主に依拠していたことは既に述べ

たとおりである。このため15世紀後半・16世

紀初頭期の城主層による選帝侯統治体制への

関与は、宮廷外顧問官Rä te von Haus ausと

しての活動、即ち自らの城館に居を定めたま

ま、選帝侯からの諮問の求めに応じることに

限られており(21)、特別な官職を持たなくとも、

選帝侯の外交等に関する相談役として重用さ

れる者が、アルヴェンスレーベン、シューレ

ンブルク、ブレドウなどの名門城主層一門の

中から選ばれていた(22)。

　しかし16世紀には、宮廷とブランデンブル

ク貴族の関係に大きな変化が生じた。宮廷の

政治活動に、貴族を積極的に登用しなければ

ならない事情が生じたのである。即ち、対外

政治の局面において対トルコ戦、帝国内宗派

間対立の激化、「ハプスブルク帝国」形成に

よって帝国政治が活発化し、加えてブランデ

ンブルクはプロイセン、マクデブルク、ポメ

ルンなどの継承権をめぐって、外交的活動に

力を尽くさねばならなくなる。そのため同国

もまたこれらの舞台で活動しうる人材を必要

としていた。また対外活動の活発化や宮廷運

営の拡大・奢侈化にともなう財政支出増大、

諸身分への租税援助要請によって、宮廷・領

邦内政治担当の官僚に対する需要も増大する。

しかしながら、1538年の選帝侯ヨアヒム２世

のルター派への改宗と、それ以降すすめられ

た修道院・教会領世俗化を転機に、人材を聖

職者に求めることは困難となり、そのぶん貴

族層への期待は高まることになったのである。

しかも修道院・教会領世俗化を通じて急増し
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た御領地は、膨大な利権を生み出したゆえ、

貴族達にとっても、宮廷行政への加担による

利益機会を見逃す手はなかった。こうしてブ

ランデンブルク貴族、特に城主層の官職貴族

化が16世紀に本格的に進行していた。このよ

うな事例として、ここでもハーンのアルヴェ

ンスレーベン家研究が、重要な事実を教えて

くれる。アルヴェンスレーベン家でも15世紀

末に、ブッソBussoがアルトマルクのランデ

スハウプトマンとして、また宮廷外顧問官と

して選帝侯の信頼を得ていたが、従来の城主

の枠にとらわれない活動を開始したのは、

1511年生まれのルードルフと14年生まれの

ヨアヒムの兄弟であった。先祖達と比べ彼ら

の略歴で目立つのは、次のような点にあった。

①兄は帝国貴族の下で、また弟は大学におい

て教育を受け、ヨーロッパ水準の教養を獲得

したこと、②選帝侯ヨアヒム1世の弟アルブ

レヒトが大司教をつとめるマクデブルクの宮

廷に仕えたこと、③宮廷での活動において、

彼らの資金供給力は決定的役割を果たしたこ

と、④これらの資金は所領収益によるところ

が大きいこと、であった(23)。彼らが人文主義

的素養をヨーロッパの知的エリートと共有し、

また所領経営より莫大な富を自由にしえたこ

とは、彼らが宮廷行政に参入する際の決定的

な要件となっていた。彼らの経済的活動の中

心となる所領運営に関しては、農場領主制の

形成に限ってこの後検討するゆえ、ここでは

教育過程に関して、補足的説明を加えておき

たい。ハーンの統計的調査によるならば、16

世紀前半までブランデンブルク貴族において、

大学進学者は例外的存在であったが、しかし

世紀後半になると、子弟に大学教育を授ける

事例が増大する。この中ではヴィッテンベル

ク、フランクフルト（O）、ライプツィヒなど

の近隣地方の大学に進学する者が多かったが、

しかし北イタリア、フランスの諸大学で学ぶ

者も珍しくはなかった。特にシューレンブル

ク、アルヴェンスレーベン、アルニムの名門

城主一門は、進学者数で抜きんでていた(24)。

帝国レベルの政治活動に積極的に参加を迫ら

れた16世紀のホーエンツォレルン家宮廷に

とって、このような教養と資金力を持つ城主

の官職貴族化、即ち宮廷行政への積極的関与

は、欠かすことのできない条件となったので

ある。16世紀は、ブランデンブルクの城主達

にとっては中世的性格を拭い去り、経済的富

と教養によって近世的存在に転化しえた決定

的時期であったといえよう。

　城主層の官職貴族への転化と並んで注目す

べきは、宮廷において選帝侯の信頼を得た外

来官職貴族のブランデンブルク貴族との急速

な融合である。こうした官職貴族層には、ト

ロットTrott家のごとく15世紀よりブランデ

ンブルクに仕官した一族もあれば、16世紀初

頭に同地に登場するフランFlans家（あるい

は フ ラ ン ス Flanss 家）、シ ュ リ ー ベ ン

Schlieben家、16世紀中葉に現れたザルデル

ンSaldern家のような事例もあるが(25)、いず

れも豊富な資金力によって君主の恩寵ととも

に、領地を次々と獲得していった。彼らがブ

ランデンブルク貴族に一体化しえた要因とし

ては、後者の領邦外貴族に対する開放性、即

ち地元貴族が「現地人官職要求権」Indigenat

を欠くとともに、外来貴族と姻戚関係を結ぶ

ことに抵抗を示さなかったという点を、あげ

ることができよう(26)。また選帝侯が、融合を

促進するため、16世紀後半に官職貴族に対し

て次々と「城主」の称号と特権を与えていっ
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た(27)。このことは、城塞が軍事的に実質的意

義を失ない、貴族内の隔絶した地位の象徴と

しての意味のみがそれに残されたことを表す

出来事であったが、しかし選帝侯によるかか

る「位階」の提供は、新興官職貴族達が姻戚

関係などを通じて伝統的城主層と一体化する

際に、後者の抵抗感を和らげる役割を果たし

たであろうことは疑いない。このようにして

16世紀には、伝統的城主層の官職貴族化と、

官職貴族のブランデンブルク貴族との融合に

よって、同地において「城主＝官職貴族」と

規定しうる「権力エリート」層が成立したの

であった。

　以下本節では、城主＝官職貴族による、農

場領主制形成を中心とする領地・村落支配と、

選帝侯権・身分団体における権力支配の特性

について、検討することになるが、それぞれ

の領域で、いかなる秩序を創出し、またそれ

によってどのように自らの利益を得たのかを

明らかにすることにしたい。

Ⅱ　農場領主制の形成と村落秩序

　農場領主制の形成は、15世紀末より開始す

るヨーロッパ経済の全般的好況・穀物価格の

上昇に、エルベ以東の領主が機敏に反応し、

中世末に荒廃にまかされていた耕地や廃村に

直轄農場を拡張し、そこでの労働力を獲得す

るため農民に賦役を強制したと、一般には説

明される。しかしこのような説明では、領主

達が封建的特権を強化し、機会便乗的に好況

より利益を引き出したとの印象を与えるだけ

であり、農場領主制形成に対して持ったブラ

ンデンブルク貴族の自己変革の意味を見失い

かねない。以下では、これまで述べた城主層

の性格変化と官職貴族の参入が、農場領主制

形成にとっていかなる意味を持ったのかに可

能な限り焦点を当て、その形成過程を追うこ

とにしたい。

１　城主＝官職貴族による領地寡占

　われわれは、農場領主制とそれに対応する

近世的農村社会の形成は、ブランデンブルク

においては城主＝官職貴族層によって先導さ

れたと考えている。先ず、彼らがブランデン

ブルク各クライスの貴族領のうち、どの程度

を領有したか確認することから、検討を始め

ることにしよう。ここではウッカーマルク、

プリクニッツ、さらにミッテルマルクの小ク

ライスであるハーヴェルラントの所領所有構

造をみていく。

　ウッカーマルクの一族別領有村落数（第１

表）より、われわれは次のような事実を知る

ことができる。①中世においてこの地で強い

影響力を保持していたグライフェンベルク

Greiffenberg 家 や ブ ラ ン ケ ン ブ ル ク

Blankenburg家（いずれも城主）などを押し

のけ、選帝侯権安定に寄与のあったアルニム

家が、1500年において圧倒的地位を占めてい

た(1)。②16世紀の間、貴族全体の所有する村

落数が増大している。1538年にヨアヒム２世

がルター派に改宗したのを受けて行われた修

道院・教会領の世俗化・御領地化の結果、こ

れらの領地のかなりの部分は選帝侯より恩顧

を受けた城主＝官職貴族層に与えられた。中

でも城主より官職貴族に転じた貴族としては、

先ず指を折るべきはアルニム家であり、

シューレンブル家がそれに続く。また新参の

官職貴族として飛躍的に領地を拡大したのは

トロット家であった。1600年には、村落が１

家族によって一括領有されていた179村のう
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ち、半分（89村）がアルニム家とトロット家

によって所有され、両家は他を圧していた。

③ミッテルマルクに本拠を置くブレドウ家は、

1500年当時において、アルトマルクのアル

ヴェンスレーベン、シューレンブルク、また

ウッカーマルクのアルニムと並ぶ大城主一族

であった。しかし16世紀の間、同家一門に属

す各家族は財務状況を著しく悪化させており、

ウッカーマルクでもこの間の同家の衰亡は、

覆うべかざるものがある。

　プリクニッツに関する一族別領有村落数の

数値としては、1600年のものしかわれわれは

持たない。16世紀前半の領地所有状況に関し

ては、選帝侯の債務返済のために課税された

ラントショッスLandscho の一族別申告額

（1542年）より類推することにしよう(2)。同

税は、レーン数や貢租等の収入を課税標準と

する自己申告制の課税であり、当時から互い

の申告の正確さに関して貴族間でも疑念が生

まれていたという代物であるが、おおよその

所領所有状況を知ることはできる(3)（第２表）。

①1542年同様1600年においても、ここでは

ロールRohr、ガンスGans、クウィツォウ

Quitzowの中世以来の３名門城主が、圧倒的

地位を確保している(4)。1542年では、プリク

ニッツ貴族全体の租税負担額のうち、３家に

よって約54％が支払われており、また1600

年には、１家族によって一括領有された209

村のうち、半分を超える114村（54％）を３

家が所有していた。②他方、資金提供者とし

て選帝侯と密接な関係を築きあげた官職貴族

のザルデルン家は、全くの新参者であり、

1542年には領地所有者として顔を出してい

なかったが、50数年の間に上記３家に次ぐ地

位を得ている。同家の領地拡大もまた、世俗

化された修道院領の獲得によるところが大き

い(5)。③官職貴族としての影響力をもって、16、

17世紀に同クライスで多くの領地を得た

ヴィンターフェルトWinterfeld、ブルメン

タールBlumenthal、プラーテンPlaten各家

は、16世紀前半に既に上記３名門家に次ぐ位

置にあった。官職貴族は、アルニム家のよう

に大城主から転じた者や、あるいはザルデル

ンのような領外出身の貴族によってばかり構

成されるのではなく、土着中堅貴族から上昇

する場合もありえたことを、同クライスの事

例は教えてくれる。

　ハーヴェルラントに関しては、以上のよう

な一族別の所有状況の表を持たない。ここで

は、同クライスの貴族を、所領領有規模に従っ

てグループ分けした第３表によって検討する

ことにしたい。グループの分類方法は、次の

ように行われている。第１グループは最も豊

かな貴族で、第２グループ以下に対して所有

規模で明確に区別づけられる一族が含まれる。

第２グループと第３グループは、全貴族家の

一族当たり平均所有フーフェ数によって区分

され、また第３グループと第４グループは、

前者の中の最大所有者のフーフェ数と、後者

の最少所有者のそれの中間値によって分けら

れている(6)。残念なことに、各グループを構

成する貴族の名称を、表の作成者であるハー

ンの著作からは正確に知ることはできない。

しかし第３表と、それについての彼の説明か

ら次のことはいえるであろう。①同クライス

でも、限られた一門による所領寡占を認める

ことができる。しかし第１グループは、ウッ

カーマルクやプリクニッツに比べ多くの貴族

家を含んでおり（1500年＝６、1620年＝７）、

隔絶した地位を誇る名門城主層を持たない
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ミッテルマルク的特質を、ハーヴェルラント

の事例はよく示している。②確かにブレドウ

家を名門城主貴族として位置づけることはで

きるが、同家は17世紀初頭には相当額の債務

を負い、大規模に領地を手放すことに迫られ

た(7)。③ブレドウ家に伍する地位を得ていた

の は、ブ レ ジ ッ クBrö sick家、リ ベ ッ ク

Ribbeck家、グレーベンGrö ben家、ハーケ

Hake家、レーデルンRedern家で、いずれも

官職貴族であった。上記２クライスに比べる

と、名門城主層に比して新興官職貴族層の影

響力の強いのが、ハーヴェルラントの特質で

ある。

　以上を踏まえ、16世紀における貴族領所有

分布に関して次のようにまとめることにした

い。先ず、各クライスとも数家の貴族が、所

領の半分以上を占める所領寡占状況にあった

が、中でも各クライスにおいて隔絶した所領

規模を誇るのは、中世後期以来の名門城主層

である。ただし16世紀にその地位が無条件に

保証されていたわけではなく、アルニム家が

勢力を拡大する一方、ブレドウ家のように衰

退を余儀なくされる一族もあった。統計的に

証明はできないが、名門城主層が所領領有に

おいて圧倒的であったのは、アルニム家を持

つウッカーマルクとともに、シューレンブル

ク、アルヴェンスレーベン家のあったアルト

マルクであろう(8)。いずれも中世後期に諸侯

間の対立が激烈を極めた地域であり、そこで

は選帝侯の下で平和を回復するのに、城主達

が決定的役割を果たした。近世に入っても彼

らは順調に官職貴族に転化する一方、所領を

堅実に確保していた。他方ウッカーマルクの

トロット、プリクニッツのザルデルンのよう

に、従来各クライスで全く所領を持たなかっ

た一族であっても、官職貴族の中には、所領

規模の面で名門城主層に次ぐ地位を得た者も

いた。また官職貴族には、名門城主層や外来

者ばかりではなく、土着中堅貴族から成り上

がった一族も含まれる。彼らもまた領地拡大

に加わっている。プリクニッツのヴィンター

フェルトなどがそれである。以上、いずれの

クライスにおいてもわずかばかりの城主＝官

職貴族によって、貴族の所領領有は寡占状況

にあったといえる。彼らの領地所有の圧倒的

比率は、量的意味でも、農場領主制形成にあ

たって彼らの果たした役割が大きかったこと

を知らしめる。なお、彼らが16世紀に所領規

模を拡大するに際して、世俗化された修道院・

教会領の獲得が重要な意味を持ったことも、

付言しておかねばならない。

２　領主直営地の拡大と農民農場数の動向

　農場領主制形成過程において、領主直営地

が、中世後半に無主地となった農場を浸食す

るかたちで拡大したことには、疑問の余地は

ない。しかし官職＝城主貴族による領地支配

のあり方をみる前に、この過程で領主直営地

がどの程度拡張したのか、また農場保有比に

関して、領主と農民の関係にどのような変化

が生じたのかは、取りあげるべき問題として

残っている。換言するならば、回復された平

和の経済的利益に誰がどの程度与ったかが、

確認されねばならない。

　さて15世紀後半より16世紀にかけての「領

主直営地－農民農場」間の比率に関しては、

最近のブランデンブルク史研究者の間にも見

解の相違が見られる。ハーゲンは、ミッテル

マルク689村について、フーフェ数でみた場

合の各々の保有比（1624年）を、農民＝77%､
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教会・聖職者＝５%､領主＝18%とし、５分の

４のフーフェが農民に属していたとみなし、

農民農場の強固な存続を高く評価する(9)。彼

の試算の問題点については、以下言及すると

して、エンダースはこれと対照的理解を提示

し、ウッカーマルクにおける領主直営地のド

ラスティックな拡大過程を論証している。両

者の評価が、別個のクライスに関してなされ

ていることから明らかなように、以下問題を

検討するに当たって、ブランデンブルクの中

でもかなりの地域偏差がありえたことが先ず

考慮されねばならない。そこで、ここではウッ

カーマルクとミッテルマルクの事情を比較検

討することにしたい。なおレーン制上の規定

によって全農場の保有権が領主に帰してしま

う廃村wü ste Feldmarkenと、一部の農場が

打ち捨てられたとはいえ、村落の体を維持し

た村の場合には、領主経営の拡大については、

事情が異なっていたことにも注意を要する。

　先ずエンダースの扱ったウッカーマルクの

場合についてみてみよう(10)。第４表のとおり、

領主直営地（騎士フーフェ数）は1500より

1620年の間に2.5倍に増大し、フーフェ数上

で全農地の３割以上を占めるに至った。ちな

みに彼女の作成より成る同表では、領主直営

地に買収・統合された農民フーフェは、騎士

フーフェとして計算されている。領主直営地

の拡大が、中世後期を通じて廃村化された農

場において主に行われたことは明らかである

が、16世紀の好況期にあっても、既に保有主

のいた農民農場をも犠牲にして拡大している

ことも注目される。このためこの間、農民農

場（農民フーフェ）は全農地の６割弱より５

割に比率を減じている。エンダースの計算で

は、農民農場の減少は主に、再度不況に突入

する16世紀後半より17世紀初頭にかけて生

じているが、しかし16世紀前半にも8775か

ら8457フーフェと減じており、フーフェ数で

見る限り、農民経営は16世紀の好況を享受し

えていないとの評価が可能である。なお廃村

は、ほとんどが領主の「分農場」Vorwerke

や牧羊地Schä fereiなどとして利用されてい

る場合が多かったことをも考慮するならば、

「領主直営地－農民農場」間比は、1620年に

おいて３対５という比率以上に、領主に有利

なものであったと考えねばならない。

　ミッテルマルクの事情を次に見ることにし

よう。さて先のハーゲンの算出値が、「領主直

営地－農民農場」間の関係を表すには不正確

であると考える根拠は、次の２点にある。第

１に、彼は両者の関係を「騎士フーフェ－農

民フーフェ」間比によって比較しているが、

しかしかかる区別は課税制度上の基準による

分類であって、保有主体による厳密な区別と

は言い難い。このため農民フーフェの内かな

りのそれが1624年までに領主直営地に買収

されていたにもかかわらず、その点が考慮さ

れていない。また第２に、彼は定住者の残っ

た村落のみを問題にし、中世以来廃村となり、

領主直営地に統合されたかつての村を考慮の

外に置いている。先ず1624年の数値に関し、

農民フーフェのうち買収・統合部分を領主直

営地に加算し、1450年の値と比較したのが第

５表である(11)。西ハーヴェルラント、レブス、

ツァウヘが表では欠けてはいるが、大勢はこ

の表によって判断しうるであろう。これによ

るならば、15世紀後半より17世紀初頭にかけ

て、領主直営地はここでも約2.5倍に増大して

いるが、しかし農民農場も約1.2倍に成長して

いることが注目される。この結果フーフェ数
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上で両者間の比は１対８より１対４に縮まる

とはいえ、ウッカーマルクに比べ、廃村化を

免れた村落では、農民農場がよく維持されて

いることは明らかであろう。次に中世以来廃

村となって、分農場として、あるいは牧羊地

などとして領主直営地に統合された部分につ

いてみてみることにしよう。ただし廃村につ

いては、そもそも村落があった時代に関する

フーフェ数の情報が残っていなかったり、あ

るいは直営地化後も、牧羊地などになること

でフーフェ数の算出が不可能である場合が多

いので、フーフェ数による正確な比較はあき

らめざるをえない。第5表に記載された４つの

小クライスに関しては、1624年において、現

存村落数358に対して直営地に統合された廃

村数は46となる(12)。ここで平均的な廃村の

フーフェ数が、存続した村落の平均的フー

フェ数と同程度であったと仮定し（廃村のほ

とんどはもともと劣等地にあったゆえ、現実

性のない仮定ではあるが）、これを全て領主直

営地に加算すると、「領主直営地－農民農場」

間比率は１対2.4となる。以上の数的操作を通

じて、ハーゲン、エンダースによって描き出

されたミッテルマルク、ウッカーマルク間の

像の違いはかなり緩和され、前者でも領主直

営地の大幅な拡大は否定できない事実となる

が、しかし農民農場もここでは増勢を見せて

いることに注目したい。

　さてブランデンブルク全体に関して評価を

加える前に、２点ほど言及しておきたいこと

がある。第５表のとおり、ミッテルマルクの

小クライスの中で上バルニムのみがウッカー

マルクと同様、16世紀においても農民農場の

フーフェ数を減じており、しかも中世以来の

廃村の比率もウッカーマルクとともに、他の

地域に比べ際だって大きい。このことは、こ

れらの地域での、中世後期の間の農民経営へ

のとりわけ厳しい打撃が、16世紀の不振に対

しても相変わらず影を落しており、農民経営

の再建が比較的損害の軽微であった地域より

始まっていることを、示唆しているのではな

いか(13)。次に、これまでわれわれは、廃村が

全て領主直営地に統合されたと仮定して議論

を展開してきた。しかし農民村落がそこに再

建された事例も一定程度あったことは否定で

きず、とくにアルトマルクやノイマルクにそ

れは顕著に見られ、またウッカーマルクなど

でも決してそれは珍しくはなかったことが、

H. K. シュルツェの作成による近世ブランデ

ンブルク入植地図より明らかになる(14)。

　以上の検討を踏まえ、上記の問題に対して、

とりあえず次のように結論づけておきたい。

即ち、領主直営地は廃村に絶好の拡大場所を

得、そこに分農場や牧草地を設けていった。

これに対して村落形態が維持された村に関し

ては、中世後期にとりわけ厳しい打撃を被っ

たクライスにおいて、16世紀好況下でも農民

農場のフーフェ数減少に歯止めはかからな

かったが、しかし他の地域では、農民経営も

また増勢に転じ、秩序回復の恩恵を享受して

いた。

３　村落行政と村落令

　以上のように16世紀には、廃村化を免れ、

村落形態を維持しえた村においては、農民経

営も比較的安定した状態にあったと考えられ

る。そこで次に、中世後期の混乱を生き延び

た村の村落秩序のあり方がいかなるもので

あったかを検討するが、その場合、貴族、特

に城主＝官職貴族の農村社会秩序再建に対す
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る役割が、ブルク平和による紛争除去にとど

まらず、それに連続して行われた新秩序形成

に対しても発揮されたという点は、見過ごさ

れてはならない。近年、ペーターズによるザ

ルデルン家領地研究、ハーンによるアルヴェ

ンスレーベン家領地研究、エンダースのウッ

カーマルク研究が、これらの側面に関して重

要な事実を解明している。ザルデルン家が新

興官職貴族、アルヴェンスレーベン家が伝統

的城主層にそれぞれ属すことに予め注目しつ

つ、これらの研究をたよりに、城主＝官職貴

族層の村落支配の実態について検討を進める

ことにしよう。

　近世ブランデンブルク村落内部における領

主支配の浸透は、村落内部の人間を介して行

うとともに、外部からも試みられている。村

落内に居住し、その行政・司法を担当した役

職として、ブランデンブルクに一般的であっ

たと考えられるのは、シュルツェSchulzen

（一般に「村長」との訳が与えられている）と

参審員Schö ffenであるが、前者の方法はシュ

ルツェを通じて実現されていった。シュル

ツェ職は村落裁判の主宰であり、付属する農

場とともに本来レーンとして君主より与えら

れていたものであった。このためそれは、領

主に対する貢租や賦役賦課をもともとは免れ

ていた。エンダースによると、中世後期にお

いて村を超えシュルツェ同志、あるいは都市

市民や聖職者との間で親戚関係を形成し、彼

らは村落の他の農民とは独自の社会階層を形

成していたが、近世に入ってもしばらくは同

様の事情が続いた(15)。確かに、通常の村落メ

ンバーに対しては社会的に距離を持っていた

とはいえ、識字などその「市民的」能力によっ

て、彼らは村落行政のレベルを内部において

引き上げる役割を担っていたと考えられる。

しかし近世の間に徐々に、レーン・シュルツェ

Lehnschulzenより領主任命制シュルツェ

Setzschulzenへの移行が進展する。それは、領

主によるシュルツェ職および付属農場の買い

上げを通じて行われる。しかもレーン・シュル

ツェの維持された場合であっても、ウッカーマ

ルクではこれらのシュルツェ達も、領主に賦

役や貢租を負担する事例が生まれた(16)。領主

の家産的裁判権Patrimonialgerichtbarkeit

の形成はこのようにして開始されたのである

が、しかしレーン・シュルツェより任命制シュ

ルツェへの移行が進行したとはいえ、村落自

治が一気に後退し、村落裁判・行政が領主の

完全な管理化に置かれたと考えるならば、そ

れは早計と言うべきである。シュルツェによ

る領主利害の代弁があからさまになると、彼

の指導力は危機に頻し、村民の不服従を招き

かねなかった(17)。これに対し、16世紀の村落

行政に自治的性格を求める場合、村落メン

バーより互選された参審員が、シュルツェと

ともに村落裁判の運営に責任を負っていたこ

との意味を見落すわけにはいかない(18)。シュ

ルツェと参審員の役割は、犯罪の調査と判決

にのみあるのではなく、村落内の全ての農地

売買、抵当借入の承認もまた彼らの責任で

あった。しかもこれらの村落裁判の決定事項

は 「参審員帳簿」Schö ffenbü cherに記録さ

れ、ゲマインデにおいて保管された。そこで

は農場売買、借入のみならず、後見人設定や

相続に関する記載もあったといわれる。確か

に村落裁判の領主裁判化が徐々に進行してい

たとはいえ、しかし村落内の秩序維持や権利

関係の確認・記録化を行う能力を、ゲマイン

デ側が保持していたことは看過されるべきで
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はない(19)。

　かくして村落に対する領主支配の前進は、

村落内に置かれたシュルツェ職だけでは十分

とはいえなかった。ここで、村落の外部即ち

領主の「家」Hausにあって、領主の支配を

代行していた書記官アムツシュライバー

Amtsschreiberの果たす役割もまた注目し

ておきたい。穀物管理・販売を担当するコル

ンシュライバーKornschreiberや、農場や納

屋で使用人層を監督するところの農場監督人

Vö gteなどの「職制」を配下に従え、農場領

主制の発展とともに、アムツシュライバー職

の重要性は飛躍的に高まり、彼と彼の執務室

は、領地経営全体の「管制塔」となった(20)。

しかも彼は村落運営に対しても介入を行うよ

うになる。即ちザルデルン家領地において、

アムツシュライバー職は「参審員帳簿」の記

載に対して介入し、さらにはそれとは別個に

自ら「アムト帳簿」を持ち、村落裁判の決定

事項やあるいは村落内の権利関係を記録・管

理するようになったのである(21)。文書管理上

のかかる変化は、農民の権利関係の承認や秩

序のあり方の決定を、村落より領主の側に移

管する試みと捉えることができる。しかしこ

こでも「参審員帳簿」がすぐに廃止されるこ

とはなかったし、また「アムト帳簿」も「参

審員帳簿」を筆写することによって作成され

た。さらに17世紀後半の「アムト帳簿」でさ

え、アルヴェンスレーベン家領地の場合、そ

の記載は詳細でも包括的でもなく、確かに農

民の法的関係を基礎づける役割を持ったとは

いえ、領主による農民の法的地位への介入は

決して体系的とはいえなかった(22)。16世紀に

おいては一層、こうしたことは当てはまった

であろう。結局中世後半の混乱をとおして生

き残った村落においては、領主の村落支配は、

村の自治的性格を完全に奪いさることは避け、

自治的役職やそれらによる秩序維持機能を確

保しつつ、それを自らの支配に徐々に適合さ

せようとするものであったといえる。

　さてブランデンブルクの領主の中には、文

書によって村落の権利・秩序関係を把握する

にとどまらず、村落秩序の新しいあり方を自

ら創出するため、文章化された村落規則即ち

村落令Dorfordnungenを制定しようとする

動きが16世紀中葉以降顕著となった。村落令

についての事例研究はまだ数が少ないとはい

え、現在明らかにされている村落令は、アル

トマルクのアルヴェンスレーベンやバルテン

スレーベン、プリクニッツのザルデルン、ウッ

カーマルクのグライフェンベルクといった官

職貴族化した城主、ないしは官職貴族によっ

て制定されており、彼らが各地域において、

村落令制定に先鞭をつけたと思われる。村落

令は、法制史研究者によって近世法秩序形成

に対してその意義が重視されてきたポリツァ

イ条例Polizeiordnungenの一種であり、作成

に当たって帝国やザクセンなどの先進的ポリ

ツァイ条例が参考にされていた(23)。このため

騎士遊学Kavalierstouren・大学教育や、あ

るいは行政的活動を通じてそれらの内容と意

義を理解する能力を獲得した一部の貴族こそ

が、制定・普及において指導的立場に立つこ

とができた(24)。確かにブランデンブルクでも、

君主がポリツァイ条例を制定したことが、全

くなかったわけではない。しかし1550年にヨ

アヒム２世がそれを制定しているとはいえ、

既に60年代には諸身分側が、自らの関与に

よって改訂を行うことを要求していた(25)。ま

た90年代にはクライス会議や「新ビール税金
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庫大委員会」に改訂が諮問されるが、結局領

邦レベルのポリツァイ条例改訂は頓挫し、実

効性を持つ規則は地域ごとに実現していった

のである(26)。何故に領邦君主ではなく、城主＝

官職貴族層が法制定の主体になりえたのかを

理解するに、次の３点の事情をあげるべきで

あろう。第１に、ブランデンブルクではラン

ト平和の実体はむしろブルク平和にあり、有

力貴族＝城主層の主導によってそれは実現し

たこと。第２に、村落行政に対して領主の支

配力が徐々に浸透していったこと。第３に、

城主層に新しくブランデンブルクに参入した

官職貴族が加わり、「権力エリート」の新しい

支配のあり方が生じた。城主の官職貴族への

転化、新興官職貴族層の参入といった現象と

付 随 し、貴 族 の 地 域 支 配 も、「乱 暴 者」

Raufboldの「馬上」Pferdrü ckenによる支配

から、「計算書」Rechentafelにもとづく支配

へと変化したのである(27)。16世紀に城主＝官

職貴族層において大学教育が普及し、彼らが

ヨーロッパの先進的知的水準を獲得したこと

は、城主の官職貴族化にばかりではなく、領

地支配様式の転換にまで影響を与えたであろ

う。

　それでは、領主権によって制定されたこれ

らの村落令は、いかなる内容を持っていたの

か。農場領主制形成による使用人層増大につ

れ、領主達はそれらの組織化の必要上、使用

人層に対する規則集たる「家内取締令」

Hausordnungenを制定しているが(28)、他方

において彼らはまた、村落秩序の規則集たる

村落令をもまとめていった。両令は、ブルク

平和を補完し、領主の社会秩序形成への積極

的意図を体現するものであり、あわせて農村

におけるポリツァイ規則とみなすことができ

る。以下村落令に限定して、その内容を紹介

するが、家内取締令が領主の意図を比較的純

粋に表現しえているのに対し、村落令は「領

主＝村落」間の力関係によって内容が決定さ

れたことに、留意しておきたい。ペータース

は、「参審員帳簿」にかわって「アムト帳簿」

が村落内関係の確認記録としての重要性を高

める過程で、村民の伝承と集団的記憶にもと

づく慣習的規則・権限もまた、領主側の文字

による記録化の対象となり、これが村落令へ

と結実していったと考えている(29)。このため

同令は、村落の伝統的慣習を前提としつつも、

文字化に当たって、領主の利害に沿った変質

を免れることはできなかった。

　Erxleben系アルヴェンスレーベンの村落

令（1603年）は、帝国法やザクセン法を参照

しつつ制定されたものであり、その概略は以

下のようであった(30)。先ず村落裁判の構成に

関する条項として、①裁判官Landrichter

（＝シュルツェ）の領主による選出、②各村落

参審員２名の互選、③村落共同体メンバー全

員の裁判集会出席義務、④科料支払期限など

が定められた後、道徳的・習俗的な生活態度

に関する規制として次のようなものがまとめ

られている。①礼拝への出席と祭日の順守。

②洗礼・結婚式を贅沢にとり行うことの禁止。

③土曜日に近郊のGardelegenの町に飲酒や

娯楽目的で出かけることの禁止。④深夜10時

以降ビールを供することの禁止など、居酒屋

経営への規制。⑤婦人の言葉づかいや下女の

品行への規制。また共同体的秩序に関するも

のとしては、次のような領域に関する項目が

ある。①森林・耕作地保護のための家畜放牧

への規制。②垣根、堀の管理。③村長や参審

員による炉の監視体制。④君主や領主の指示

― 23 ―



伝達のための鐘による村民召集体制。さらに

領主に対する義務として、①賦役や貢租の正

確で注意深い実行と、②土地なし使用人層

Hä uslingeを村に受け入れる際の領主によ

る承認の必要性が規定されている。以上の規

則と、ザルデルン家が16世紀後半においてそ

の領地に導入しようとして果たせなかった村

落令は、おおよその内容の一致を見せてい

る(31)。それは、共同体の慣習的規定を参照し

つつも、「善き秩序」と村民の規則的生活態度

創出に対する領主の意志を表現するもので

あった。さらにアルヴェンスレーベン家領地

の規則と比較し、ペータースやエンダースの

扱ったザルデルン家領地やウッカーマルクの

村落令には、農場領主制創出への領主の利害

がよりはっきりと刻み込まれている。即ち、

①奉公人雇用における領主の優先権、②村落

共有財産の剥奪などである。これらは、領主

による規則の文字化過程で、村落の慣習的権

利を奪ったものと位置づけることができる。

特に後者では、領主は家畜保有を増やすため、

村落共同体より森林、放牧地、村道などを奪

い、逆に牧羊権・放牧権などに関する領主権

限拡大をはかった。これらの規則は農民側の

強い反発にあい、各地共同体より選帝侯の侯

室裁判所Kammergerichtに、旧き権利回復

への訴えがなされた(32)。

　以上村落令は、一方で中世後半の社会混乱

を生き延びた村落の慣習的規則をひとまず踏

まえていたが、他方では混乱の収拾と新秩序

形成に対して城主＝官職貴族層が中心的な担

い手になりえたがゆえに、彼らをして自らに

有利な経済体制創出をも可能にさせた。16世

紀における農場領主制形成は、規則の文書化を

ともなう領主主導の社会秩序形成過程の一環

であった、と捉えることができるのである(33)。

４　農民の農場保有権と賦役負担

　農民の農場保有権劣悪化と賦役負担の増強

は、農場領主制の本質的規定と一般的に考え

られている。従って、農場領主制形成過程で

農民の農場保有権と対領主負担にどのような

変化があったのかが続く検討課題となるが、

農場領主制形成を、城主＝官職貴族主導によ

る平和回復・村落秩序形成過程の一環と捉え

るわれわれの立場からするならば、農場領主

制下の農民の権利と義務もまた、かかる秩序

の中に整合的に組み込まれうるものでなけれ

ばならないことに、予め注意しておきたい。

　農場保有権に関する従来の通説では、三十

年戦争後に隷役小作制の全面的展開が求めら

れており、わが国でも藤瀬浩司氏はそれに

従っている(34)。これに対して加藤房雄氏は、

ハルニッシュの研究に依拠しつつ、隷役小作

制を農場領主制に先行して存在した歴史的前

提であるとの見解をとっている(35)。しかしな

がら中世盛期におけるドイツ人入植過程に、

農民の農場保有権の起源を求めるハルニッ

シュの議論は仮説の域にとどまり、少なくと

も16世紀に関しては十分に実証されている

ようには思われない。この問題でも実証面に

おいて、現在の研究水準を代表しているのは、

ウッカーマルク、プリクニッツに関するエン

ダースの研究であろう。彼女によっても、結局

従来の見解は、基本的妥当性を確認されている。

即ち、16世紀より17世紀初頭にかけて、プリ

クニッツ250村のうち159村（63.6%）におい

て、売買契約や相続契約などの史料により、

保有権の安定した永代借地権Erbzinsrecht

が確認できるという（これによって他の村落
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に永代借地権がなかったということにはなら

ない）。このことから彼女は、同クライスでは

16世紀を通じて、また17世紀初頭においても、

永代借地権が農民の農場保有権に関して構造

規定的konstitutivであったとみなしている(36)。

プリクニッツは、ブランデンブルクの中では

アルトマルクに次いで農民の保有権が安定し

た地域として知られているが、他方これに比

して不安定な地域の代表とみなされるウッ

カーマルクではどうであったか。ここにおい

ても、御領地ばかりではなく、同クライスの

貴族領として最も代表的であるアルニム家ボ

イツェンブルク領でも永代借地権は維持され、

他の貴族領も含め、総じて16世紀の好況に支

えられ、農民農場の保有権はよく確保されて

いたといえる(37)。ただし両クライスともに、

隷役小作制が全く見られなかったわけではな

い。荒廃した農場や、あるいは買い上げた農

場に、領主が直営農場を創設することなく農

民入植者を再び求めたが、住居建設や家畜・

農具・種籾を自弁しうる農民を見いだせない

場合、領主によってそれらは整備され、農場

は領主の所有に帰した。隷役小作制は、この

ような農場が領主より貸し出されることで

徐々に形成されたと、エンダースは述べる(38)。

ただし、16世紀において隷役小作制の形成は

あくまで限定的であったとせねばならない。

その要因として、われわれは次の２つをあげ

ることにしたい。第１に、なるほど領主の村

落行政への介入が強化されつつはあったとし

ても、村落自治は維持されており、農民の農

場保有権や相続が村落裁判によって確認され、

「参審員帳簿」に登記され、これが領主によっ

ても認められるところであったことは、前述

のとおりである。これを無視して農民より農

場保有権を奪うことは、領主自ら秩序破壊者

のそしりを招くことになる。このため隷役小

作権導入は、領主による農民農場買い上げに

よって導入された。しかし大半の農民農場の

保有権が農民に維持された第２の要因として、

16世紀においては、農民も平和的安定と好況

に与ったことをここであげたい。階層全体と

して農民が、家屋・家畜・農具・種籾などの

資本を大幅に減じ、これによって隷役小作制

が全面的に普及するということは、16世紀に

はおよそありえなかった。

　これに対して農民の賦役負担については、

中世後期に年に数日であったのが、16世紀の

間に週賦役が導入され、多くの地域で週２、

３日の賦役がごく一般的になっていった。し

かしそれがいかに可能となったか、また領主

がそこでいかなる方法を用いたかは、十分明

らかであるとは言い難い。かつてグロスマン

やクナップは、領主直営農場拡大と労働力需

要の増大につれ、強制的手段を用いつつ、領

主は貢租を賦役に転化することでそれを獲得

したと述べている(39)。ところがプリクニッツ

のクウィツォウ家（中世以来の城主）領地で

あるシュターヴェノウStavenow領研究によ

り、J. ザックは1959年に以下のごとき新説を

発表した。即ち彼は、同領でも三十年戦争前

に貢租より賦役へと転化が行われていること

を確認した上で、その過程における領主の一

方的強制力の介在を否定し、むしろ領主＝農

民間の取引によって賦役導入がはかられたの

であり、農民にとっても、賦役強化の代償と

して認められた貢租軽減は、収穫物の大半を

確保できるという利点を持つものであったと

論じたのである。さらに領主裁判権の役割に

関しても、賦役量増大のために機能したので

― 25 ―



はなく、賦役請求権確保のための権力手段とし

ての意味を持つにすぎないと主張している(40)。

これに対しては、ハーンはハーヴェルラント

のブレドウ家（中世以来の城主）領地におい

て、農民の抗議や選帝侯の批判を押し切って

強引に賦役増強をはかろうとした経緯を紹介

することで、ザック説に懐疑的見解を表明し

ているが(41)、ザックと同様に、クウィツォウ

家領地であるシュターヴェノウ領、クレツケ

Kletzke領を扱ったハーゲンの論文と、エン

ダースのウッカーマルク研究が、現在のとこ

ろ賦役導入過程に関し最も信頼しうる説明を

与えており、これによってザック説の問題点

も明らかになる。

　ハーゲンは中世以来の対領主負担の変動を

算出するに当たって、それぞれの時代の価値

関係に従って、貨幣貢租や賦役を全てライ麦

量に換算する。その上でこれらの領地では15

世紀後半より17世紀初頭にかけ、現物貢租に

関しては４分の３、ないし半分に減少してい

ることが、彼によっても明らかにされている。

しかしながらこの間週賦役が導入されており、

クレツケ領の場合1560年には標準的農民（２

フーフェ）は週２日、即ち１フーフェ当たり

１日の畜耕賦役を負担していた。これをハー

ゲンは穀物量に換算し、貢租に加算するので

あるが、これによって年間対領主負担総量は

１フーフェ当たりライ麦16から17.5ブシェ

ルbushelになる(42)。他方シュターヴェノウ、

クレツケ両領地の1468―89年における対領主

負担量は年間5―8.5ブシェルであったので、こ

の間の賦役賦課によって、対領主負担全体が

増大したことは明らかであった(43)。ハーゲン

は賦役増大の具体的手続きを明らかにはして

いないが、しかし貢租減少＝賦役増大が、農

民の利害に沿っていたとするザック説を否定

し、賦役引上げを領主側が要求した際、農民

に対して緊張状態に陥ったことを指摘してい

る(44)。さてハーゲンは、16世紀における賦役

増強とそれによる対領主負担量増大を確認す

るにとどまらず、これを中世以来の負担量変

化の中に位置づけている。それによると中世

後半において人口減少、農業不振によって、

対領主負担量は大幅に減少していた。即ち

1315/6年においてシュターヴェノウ領では、

年間１フーフェ当たりライ麦量で24ブシェル

の負担を農民は負っており、この数字を前提

とするならば、16世紀の負担量増大は中世後

半の減少分をカバーしきれていないことを意

味するのである。彼はまたハーヴェルラント

やプリクニッツの他の所領における貢租量の

検討をも行い、中世後半の対領主負担減少は、

ブランデンブルクにおいて広く見られる現象

であったと考える(45)。このように16世紀に対

領主負担増大があった事実を認めはするが、

それを過大に評価することに懐疑的である彼

は、さらにクレツケ領の純収益を次のように

計算することで、このような評価を再確認す

る。即ち同領では、16世紀中葉（1560年）

において１フーフェ当たりの穀物純収穫量

（収穫量－播種量）は74ブシェルであるので、

穀物換算した対領主負担は、農民経営純収益

の４分の１弱（23.5%）を占めるにすぎなかっ

た。こうした事情を考慮した上でハーゲンは、

16世紀の賦役増大は対領主負担を増大させ、

農民の反発を招いたとはいえ、これによって

農民経営を破滅させるような性格のものでは

なかったとの評価を下した(46)。

　これに対してエンダースの研究は、ウッ

カーマルクの領主達による週賦役導入過程に
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関する貴重な情報を提供してくれる(47)。それ

によってわれわれは、次のような一般的傾向

を知ることができる。先ず、賦役導入にあたっ

ては、領主は最初は懇請によって、しかも多

くの場合一時的な負担として農民側にそれを

求めた。しかし徐々に負担が繰り返され、恒

常化するにつれ、農民側の好意によって行っ

ていた労働奉仕は義務的賦役となり、しかも

しばしば強制をもって負担量の引上げがはか

られた。これによって農民側の不満が高じ、

各地の所領で強い抵抗を招いた。農民達がし

ばしば採用した抵抗の方法は、選帝侯の侯室

裁判所に訴えることであったが、際限のない

賦役負担増に対しては選帝侯や同裁判所も批

判的であり、裁判所の介入によって賦役量は

固定化されていった。

　以上の二人の論述から、農場領主制形成下

での賦役導入・増強によって対領主負担全体

が増大したことは、ほぼ間違いない事実とし

て受け取ってよいだろう。それでは、農場保

有権がよく保持されたのと比べて、この領域

における農民側に不利な変化をどのように解

釈すべきだろうか。村落行政のあり方に照ら

した場合、次のような理解が可能ではないか。

「参審員帳簿」に登記される農場保有権のごと

き事項と違い、対領主負担は本来文章化され

ない慣習によって定まっており、このため領

主も当初は懇請によって、一時的なものとし

て賦役導入をはかったのであろう。しかしそ

れを繰り返すことで、領主側は賦役の増大を

新たな慣習として認めさせようとするのに対

し、農民側は慣習的義務としての定着化を嫌

い、これによって両者間で紛争が生じる。君

主権の介入は、賦役の増大に上限を設定し、

それを固定化させるという意味を持っていた。

このようにして定まった賦役量（週２、３日）

は、農民経営を不安定な状態に陥れるような

レベルまでには達していなかったと考えられ

る。村落行政が一方的な領主支配を受け入れ

たわけではなく、領主のヘルシャフト的要素

と村落共同体のゲノッセンシャフト的要素に

よって構成され、村落令もまた、前者の文章

規則化的指向と後者の伝統的慣習の合成で

あったように、賦役量の決定も前者によって

一方的に決定されたものではなく、両者間の

交渉と紛争の中で形成されていったといえよ

う。両者の間の賦役をめぐる闘争は、16世紀

の平和と経済成長の配当をめぐるそれであり、

領主が利益の多くを得、農場領主制を形成し

えたとはいえ、農民側がこれによって没落に

瀕するような性格のものではなかった。農場

領主制下の農民経営に関する通念、即ち「劣

悪な農場保有権、不定量賦役による不安定な

農民経営」は、16世紀ブランデンブルクの農

民経営には当てはまらないとすべきである(48)。

　賦役の検討を終えるに当たって、農場領主

制下の賦役労働の特殊性に関して言及してお

きたい。既に高柳氏によって「再版農奴制」

下の賦役と古典荘園制下のそれの違いが認識

され、前者においては人格的義務としての性

格を持たず、農民保有地への物上負担である

ことのために、農民本人だけではなく、子供

や奉公人がそれを実行することも認められて

いたことが、明らかにされている(49)。これに

加えてハーンやエンダースにより、賦役労働

の近世的特質として、「週賦役」が「定地賦

役」的性格をあわせ持っていたことが指摘さ

れている(50)。即ち賦役実施に当たって、予め

村落共同体によって、保有フーフェ数に応じ

て各農民世帯に対して領主直営地が割り当て
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られ、個々の農民は各々の割当地において独

力で賦役を実行する責任を負った。即ちその

意図するところは、共同体による協働を否定

し、領主の農場監督人Vö gteによる農民各自

の労働効率や精勤の監視を強化し、これに

よって村落令にもられた農民の日常的な「禁

欲・勤労の精神」が、領主直営農場において

養われ、発揮されることであった(51)。

Ⅲ　城主＝官職貴族による権力支配

１　城主＝官職貴族による官職寡占

　城主＝官職貴族層の権力支配について検討

するに当たって、領地所有と同様に、官職に

関しても一族別の保有分布を検討することで、

数量的に彼らの権力支配をいいうるか、確か

めてみることにしよう(1)。ハーンは、1470―

1620年に関する調査の結果、129の一族に属

す317人の官職保有者と、彼らが得たところ

の526のブランデンブルクの官職数を明らか

にした。129家の内訳は、66ブランデンブル

ク貴族家、55領邦外出身貴族家、８市民家族

に分かれる。内外の貴族が拮抗しており、官

僚の多くを外来貴族に依存していることが見

て取れるが、しかし有力な外来官職貴族は、

速やかにブランデンブルクに領地を獲得し、

地元の名門城主層との縁組みによってブラン

デンブルク貴族化したことをここで考慮しな

ければならないし、また各一族が輩出した官

職保有者数と、彼らが得た官職数をみなけれ

ば、いかなる貴族家が官職保有において優位

を得たかは、明らかにならない。この点を第

６表によってみるならば、一族より６人以上

の官職保有者を出しているわずか13家（約

10%）が、133人（約42%）の官職保有者を

出し、彼らが227（約43%）の官職を獲得し

ていることが明らかになる。官職保有におい

ても、限られた一族による寡占状況を語るこ

とが許されるであろう。

　次に、この13の一族の内訳を検討してみよ

う（第７表）。圧倒的優位に立つのは、ここで

も伝統的城主層であるのは一目瞭然であろう。

アルヴェンスレーベン、アルニム、ブレドウ、

ガンス、クウィツォウ、ロッホウRochow、

ロール、シューレンブルク各家をこの中に含

めることができる(2)。ただしブレドウ家は16

世紀後半の衰退によって、またロール家は男

子の減少によって、官職貴族門閥家の地位を

失っていった。これに対してハーケ、オッペ

ンOppen、ヴィンターフェルト各家は、15世

紀以前においてはブランデンブルクの地で目

立った貴族家に数えることはできなかったに

もかかわらず、16世紀に急速に官職貴族とし

て成長した一門であり、またフランとシュ

リーベンの２家は、16世紀初頭にブランデン

ブルクに仕官して以来、早くも官職貴族とし

ての地位を固めている(3)。かくして、領地所

有と同様官職保有においても、名門城主層の

優位と、一部の地元中堅貴族及び領邦外貴族

の新興官職貴族としての急速な成長を、確認

することができるのである。

　続いて同じく第７表によって、種類別に13

家が得た官職をみてみるならば、次のような

興味深い事実に気づく。即ち名門城主一族は、

宮廷（宮廷官）、地域行政（ランデンスハウプ

トマン）、御領地（アムツハウプトマン）の主

要３官職をバランスよく得ており、中でも13

家による寡占率の高いランデスハウプトマン

職をほぼ独占していた。新興官職貴族がどれ

ほどブランデンブルク貴族と融合していった

とはいえ、地域での影響力において、伝統的
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城主の「家柄」は相変わらず圧倒的意味を持っ

ていたといえよう。これに対して新興官職貴

族は、宮廷よりブランデンブルクでのキャリ

アが始まったことによると思われるが、宮廷

で強みを発揮し、また御領地行政においても

名門城主と肩を並べているが、これに対して

地域行政では活躍の場を与えられていない。

さらにここで注目すべきは、全官職数のうち

約半分を占める御領地行政官、即ちアムツハ

ウプトマンAmtshauptmann,-leute職に関

して、13家による寡占の度合いが比較的低く、

また名門城主層と新興官職貴族双方によって

それがまんべんなく獲得されていたことであ

る。このことは御領地官職が、13家とそれに

続く「権力エリート」の間で「平均的」に、

バランスよく分配されていたことを意味する

のではないか。続いて述べるように、16世紀

ブランデンブルク官職の中で、御領地官は最

大の利権官職であった。このためその配分に

ついては、他の官職に比して、「権力エリート」

内で一定の均衡作用が働いていたと考えられ

るのである。

２　御領地制度と官職保有

　1615年に御領地財政運営組織であるカ

マーKammerと、関税・ビール税の金庫で

あったホーフレンタイHofrentheiが統合さ

れ、御領地財務庁Amtskammerが創設され

るまでは、宮廷に２名（1604年以前は１名）

の御領地参事官Amtsrä teが同行政に携わっ

ているにすぎなかった。御領地財務庁でさえ

も、17世紀中葉以前は個々の御領地Amtを官

僚制的に統制しうる組織ではなかったゆえ(4)、

16世紀の御領地行政は、事実上個々の領地毎

に、アムツハウプトマンによって自律的に運

営されていたと考えて差し支えない。しかも

1540、50年代に急速に進められた修道院・

教会領世俗化の結果、御領地は大幅に拡大し

ていた。なるほどそのうちかなりが貴族達に

レーンとして与えられてしまったが、それで

も多くの領地を、選帝侯は御領地として確保

していた。例えば1500―1620年の間ルピンで

は、フーフェ数で見た場合、同クライス全所

領のうちで御領地は21%より39%に、ハー

ヴェルラントでは３%から18%に、またプリ

クニッツでは１%より７%に増大していた(5)。

この結果、御領地は選帝侯財政の基幹を成す

に至った。17世紀末のデータではあるが、御

料林や関税、ビール税をも含む広義の御領地

財政の中で、狭義の御領地収入は４分の３を

占めており(6)、16世紀後半においても事情は

変わりなかったであろう。この結果、個々の

御領地行政官たるアムツハウプトマン職は、

中央からの強い統制を受けることなく、この

ような豊富な選帝侯財政を左右しうる立場を

得、これによって同官職は最大の利権の源泉

になっていった。

　さて16世紀ブランデンブルクの官職に関

しては、フランスでのそれのごとく相続・売

買権は付与されていなかったにもかかわらず、

われわれが「官職保有」を論じることができ

るのは、官職の中で約半数を占めるアムツハ

ウプトマン職の特殊な性格のためである(7)。

最大の利権官職であるゆえ、官職貴族がそれ

に強い利害を抱くことは自然であったが、そ

れが、どのようにして城主＝官職貴族層に

よって保有の対象となったか、その経緯に関

して説明することにしよう。中世後期におい

て選帝侯の城塞が、城主からの資金借入に際

して抵当として利用され、後者の手に渡って
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いったことは既に述べておいた。しかし16世

紀になると、農場領主制の発展につれ、城塞

の軍事的意義よりも、むしろ周辺の領地の経

済的価値の方が、借り手、貸し手双方にとっ

て意味を持つことになる。ところで城主＝官

職貴族が選帝侯に対して債権を得るのは、直

説的な資金融通によるばかりではなく、選帝

侯が寵臣に対して恩給を約束し、その支払が

滞ることによって債権が生じることもあった。

いずれの場合であっても、修道院・教会領世

俗化以後、御領地は、選帝侯が所有する最大

の経済的資産であったゆえ、抵当としてそれ

が利用されるのは一般的となる。御領地が授

封されることで貴族の私領地化する場合と、

貴族に委ねられたとはいえ、抵当にとどまる

場合の間に厳格な違いを見いだせないことか

らも明らかのように(8)、一旦抵当として貴族

の手に渡ると、選帝侯の負債返済は容易でな

い一方、貴族達も、経済的価値を高めた御領

地を自らの手元に確保しようとするため、特

定の貴族家の下に御領地は抵当としてとどま

るようになる。しかも御領地の抵当化が長期

化するにつれ、各御領地の行政官たるアムツ

ハウプトマンにも、抵当権保有者＝債権者が

任命されるようになった。ハーンによると、

アムツハウプトマンの４割以上が抵当権保有

者であったという(9)。こうして同官職が抵当

権と強い関連を持っていたことにより、前者

の人事に関する選帝侯の裁量は極めて限られ、

事実上同官職は特定の一族によって長期にわ

たって独占され続けるといった事態が生まれ

たのである(10)。しかも中央の統制が弱い中で、

抵当権とアムツハウプトマン職双方を有する

ことは、領地の経営に関して自由な裁量権を

得たに等しかった。何故ならば、抵当権は領

地収入のうち、債権に対する利子分のみを保

証するにすぎなかったが、しかし後者の地位

を得た場合、広範な収入を領地運営経費とし

て利用することができた。しかも抵当権に

よって、選帝侯の人事権を封じていたゆえ、

君主の意向を無視して領地運営を自由にする

ことができたのである(11)。こうして御領地は、

城主＝官職貴族の第２の領地と化した。

　ところで、既に述べたとおり、他の官職に

比べアムツハウプトマン職は、指導的官職貴

族13家による寡占の度合いが比較的弱く、一

定の裾野と均衡をもって「権力エリート」の

間で分配されていた。なるほど一旦それを与

えてしまうと、抵当権が絡む場合には、以上

のとおり選帝侯の統制が効かなくなるという

問題点はあったが、利権によって多くの貴族

達を君主権につなぎ止めるという役割は、そ

の均衡のとれた分配によって、充分実現して

いたと考えてよいのではないか。さらに官職

分配のこのような傾向は、ランデスハウプト

マンとともにアムツハウプトマン職が、フラ

ンスの訴願審査官のごとく、特命委任官僚候

補者としての役割を果たしていたことと密接

な関連があったと思われる。即ち外交使節や

あるいはコミサールのように、選帝侯の意思

をより直接的に実行する責任を負い、活動期

間の限定された官職には、アムツハウプトマ

ンより任命される事例が目立っており(12)、選

帝侯にとって、それは人材プールのごとき意

味を有していたのである。利権の源泉である

とともに、かかる機能のため、アムツハウプ

トマン職が比較的広く、均衡をもって分配さ

れたとすることができるであろう。
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３　城主＝官職貴族と身分団体

　城主＝官職貴族達の行政的活動が、多方面

に及んでいたことはいうまでもないが、ここ

では国内秩序・政策形成に焦点を定めて、そ

の役割を解明することにしよう。

　ブランデンブルクの国内統治に関しては、

選帝侯の代理として、アルトマルク、プリク

ニッツ、ウッカーマルクには、ランデスハウプ

トマンないしラントフォークト職が置かれて

いたが、それらはごく限られた一門によって

独占され、しかも事実上の終身官であった(13)。

このため選帝侯権の意志を直接地域において

実現するには、それをもって充分とは言い難

かった。しかもミッテルマルクでは、それに

対応する役職が欠けていた(14)。このためそれ

を補う形で利用されたのが、選帝侯による特

命委任官僚即ちコミサールKommissareの

派遣である。コミサールの任務として重要で

あるのは、次の２つの活動であった。第１は、

貴族や都市同志の紛争解決である(15)。これら

の紛争は、領地の境界線や相続などをめぐる

ものが多く、当事者同志や、あるいは侯室裁

判所をもってしても解決困難な事件であった。

確かにそこでは、諸身分内で解決が不可能な

紛争を、選帝侯権介入によって解決せんとす

るものであったが、しかしコミサールとして

任じられたのは、地元で最も声望ある貴族で

あったことが、ここで看過されてはならない。

選帝侯権もまた、地域事情への精通と声望に

よって、妥協を導き出す能力とともに、決定

を実行に移す力を持つ実力者、即ち城主＝官

職貴族に依拠せずに、その支配を実現しえな

かったのである。しかし第２に一層重要なの

は、身分団体会議に派遣されたコミサールの

活動である。以下、ラントの政策が、コミサー

ルと身分団体間でいかに形成されていったか

に関して、論じることにしたい。

　16世紀のブランデンブルクの権力構造が、

身分団体と選帝侯権からなるところの二元的

構成を取っていたことは論ずるまでもないが、

しかしいずれの規定性、優位性を重視するか

という周知の議論(16)は、ここでは取り扱わな

い。むしろわれわれにとっては、この二元的

権力が互いに意思を調整し、これによって16

世紀末まで、全体として安定した統治体制を

どのように形成しえていたかが、さしあたり

問題となる。さて16世紀のブランデンブルク

の統治体制は、ヨアヒム２世（1535―71）と

ヨハン・ゲオルク（1571―98）の比較的長期

にわたる治世をもって代表させることができ

るであろう(17)。特に同国における宗教改革期

でもあった1540年代に、身分制的組織には重

大な改変が行われ、それは遠く絶対王制期の

それをも規定することになる。即ち第１に、

修道院・教会領の世俗化により、聖職身分は、

ブランデンブルク、ハーヴェルベルクの２司

教座と、ハイリゲングラーベン女子修道院、

ヨハネ騎士修道会を残すばかりとなり、高級

貴族身分Herrenstandとともに、騎士身分

Ritterschaftに一体化し、これらの貴族＝上

級諸身分Oberstä ndeの会議が、領邦直属都

市Immediatstä dteのそれに対峙するという

かたちをとったことである(18)。第２に、両身

分よりクライス毎に代表が選出された代表者

委員会会議Ausschu tagが、選帝侯の財政問

題審議のために頻繁に召集され、その中から

1540年代に「信用事業」Kreditwerkと総

称される身分金庫運営組織が形成された(19)。

これらの金庫は、選帝侯が自らの財政力を

もっても返済しえない債務を、諸身分が肩代
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わりするために設立されたものであり、３種

類計６金庫より成っていた。即ち次の通りで

ある。①新ビール税を徴収・管理し、全クラ

イス・両身分を包括する新ビール税金庫

Neubiergeldkasse、②フーフェ・ギーベル税

等を徴収・管理し、「ミッテルマルク＝ルピン」、

「アルトマルク＝プリクニッツ」、「ウッカーマ

ルク」の３金庫に分かれるところの騎士身分

のフーフェ税金庫Hufenscho kassen、③炉

税、穀粉税等を徴収・管理し、「ミッテルマル

ク＝ウッカーマルク」「アルトマルク＝プリク

ニッツ」の２金庫に分かれるところの都市金

庫Stä dtekassen(20)。これらのなかで、両身分、

全クライスを包括するところの新ビール税金

庫とその運営会議である「大委員会」der 

Gro e Ausschu は、常設的ないし定例に開

催される身分団体として、ラントの統治体制

に重大な影響を与えることになった。なるほ

ど40年代にはラント議会は頻繁に召集され

ていたが、その後は徐々に稀となり、1572―

1602年の間には遂に一度も開催されなくな

り、かわって騎士身分のクライス会議、各ク

ライスより選出された代表者委員会会議(21)

（いずれも定例化されておらず）と並んで、新

ビール税金庫大委員会が、諸身分を代表する

役割を果たした。本来新ビール税金庫大委員

会は、同金庫の監査にだけ責任を持つ機関で

あったゆえ、租税承認を求められた場合は、

自らの権限外として拒否的態度をとり続けて

いたし、また請願Gravaminaを提出する権限

も与えられていなかったが、しかし立法・経

済政策の策定にあたっては、諮問的立場で選

帝侯の政策に重大な影響を与えていった(22)。

　さて租税の承認をも含め、選帝侯がその政

策に諸身分の意見を聴取し、了解を得る手続

きは、一般にクライス会議を前もって召集し、

それぞれのクライスでの見解をまとめさせた

上で、代表者委員会会議や新ビール税金庫大

員会において全クライス・両身分の意見集約

をはかる、という過程をとった(23)。この過程で、

選帝侯はその提案を伝えるために、先ずクラ

イスにコミサールを派遣し、予め地元の声望

ある貴族と会議開催日程の調整を行った。確

かに会議の召集権は選帝侯にあったが、しか

しかかる有力貴族の司会とリードの下でクラ

イス会議は進行した。既に検討したところの

各クライスの領地所有状況からも明らかなよ

うに、会議の進行に決定的影響力を持ったの

は、クライスの領地の過半を所有した一握り

の城主＝官職貴族層であることは疑いない

(24)。しかも選帝侯のコミサールもまた、貴族

達に影響力を持ちうる人間として、当該クラ

イスの有力貴族から選ばれる場合が一般的で

あるため、城主＝官職貴族層が選帝侯、身分

団体双方の代表を兼ねる場合が多かったこと

を、ここで見逃すわけにはいかない(25)。

　同様の事実は、新ビール税金庫大委員会や

代表者委員会会議のようなラントレベルの身

分組織と、選帝侯権の関係にも見いだすこと

ができる。次にわれわれは、新ビール税金庫

大委員会委員として各クライス（ミッテルマ

ルクの場合は小クライス）から選出されたと

ころの貴族身分（騎士・聖職者身分）代表者

をみることによって、いかなる一族が地域の

貴族仲間より委員として選出されていたか、

明らかにすることにしよう（第８表）。1564

年より1601年の間、同委員会で活動した貴族

（聖職身分も含む）は69家の141人に及ぶが、

この中で３名以上の委員を輩出したのは14家

（20%）で、それらから66人（47%）の委員
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が生まれている。この14家と、第７表の指導

的官職貴族13家を比較するならば、直ちに前

者の上位４家（ブレドウ、アルニム、シュー

レンブルク、ロッホウ）とガンス家が、官職

貴族13家の中に含まれていたことに気づく。

それらはいずれも伝統的城主層であり、新興

官職貴族家をこの中に見いだすことはできな

いし、また他の９家すべてについて、城主で

あるか否かを正確に確認することはできない

が、この中に16世紀になって領邦外よりブラ

ンデンブルクに仕官した一族は含まれていな

い。ランデスハウプトマン職と同様、身分団

体代表に関しても、新興官職貴族に比べ伝統

的城主層の「家柄」は相変わらず高く評価さ

れていたとすることが許されるであろう。そ

のことを端的に示すのが、名門城主でありな

がら、16世紀後半において領地経営において

も、また官職貴族家としても衰退著しいブレ

ドウ家が、それにもかかわらず最多の委員を

送り込んでいることである。

　しかしこれをもって新興官職貴族家が、騎

士身分の代表として選ばれ、活躍する場が与

えられていなかったとするならば、それは行

き過ぎと言うべきであろう。ただしそれら一

族が代表の地位を得るには、二、三世代の経

過を待たねばならなかった。例えば、15世紀

にブランデンブルクに領地を得ていたトロッ

ト家は、既に1574年に大委員会委員に選ばれ

ていたが、他方16世紀前半にブランデンブル

クに入ったフラン家とシュリーベン家の場合、

フラン家は73年に代表を出しているとはい

え、シュリーベン家はようやく1601年に、ヨ

ハネ騎士修道会管区長の立場で委員の地位を

得た。さらに16世紀中葉にプリクニッツに

次々と領地を獲得し、同クライス第４位の大

領主となったザルデルン家は、遂に16世紀の

間に大委員会委員を出すことができなかった

が、1605年に漸く代表者委員会会議に同クラ

イスから委員として選出された(26)。また新興

官職貴族家は、身分団体において伝統的城主

層以上の活躍を見せる場合もありえた。例え

ば、ハーケ家の新ビール税金庫運営での活動

の中心は、大委員会ではなく、むしろ四半期

毎に開催される金庫運営委員会（聖職者＝１

名、騎士身分＝２名、都市＝３名）であり、

同家は運営委員会の委員Verordneteを、17

世紀後半には２代にわたって送り出し、しか

も同家領地が金庫所在地のベルリンに近接し

ていた事情により、会議開催期間外に発生し

た諸問題に対処したのは同家出身の運営委員

であった(27)。彼らは新ビール税金庫運営に加

えて、ミッテルマルク＝ルピンのフーフェ税

金庫運営委員も兼務しており、身分金庫運営

に関しては、同家は騎士身分の中では最も影

響力を持った一族であったといえる。シュ

リーベン家の場合もまた、17世紀に入ると同

家より選ばれた代表者委員会会議委員（アダ

ム v. シュリーベン）は、同会議において指導

的役割を演じている。なおその際、選帝侯代

理として代表者委員会会議に派遣され、君主

の立場を諸身分側に伝える立場にあったのが

アルブレヒト v. シュリーベンであったこと

は注目に値する(28)。

　以上のようになるほど、官職貴族として頂

点に立った貴族一門と、騎士身分代表として

選ばれることが多かった一族は、互いに完全

な同心円を描きつつ重複していたとすること

はできないが、しかし新興官職貴族にもまた、

徐々に代表として選出され、そこで活動する

機会が回ってくるにつれ、２つの円は重なり
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を拡大していったということができよう。確

かに選帝侯権と身分団体の関係に関し、制度

的にいずれの権限が勝ったか論じることに、

意味を見いださないわけではない。しかし伝

統的城主層と新興官職貴族が速やかに融合し、

「領主＝官職貴族」という二重規定を帯びた

「権力エリート」が形成されたことの意味をこ

こで看過することはできない。彼らは選帝侯

権の拡大に官職貴族として利益を見いだすば

かりか、身分団体を通じて、領主貴族の立場

の擁護にも熱心であり、このため彼らは両権

力の利害調整に無関心ではいられなかった。

16世紀末より17世紀初頭にかけ、財政政策等

をめぐり、両権力の利害に乖離が見られるよ

うになると、両権力に足場を持つシューレン

ブルク、アルヴェンスレーベン、アルニム、

シュリーベン、ガンス、クネーゼベックなど

の出身者達によって、利害の調整が行われて

いた(29)。

　さて城主＝官職貴族層が「権力エリート」

として選帝侯権、身分団体双方に利害を持ち、

しかも双方を調整する立場にあったことは、

ブランデンブルクの政策形成にどのような影

響を与えたのだろうか。権力的地位にあった

彼らが心を砕いたのは、彼ら自身の利害で

あったことはいうまでもないが、しかしその

追求が過度に至ると、選帝侯権と身分団体双

方を代表する彼らの地位が危うくなりかねな

かった。このため諸利害を調整し、妥協点を

探り出すこともまた、彼らの重要な役割と

なった。

　先ず彼ら自身の利害が露骨に反映された典

型的政策としては、農場領主制に直接関わる

政策をあげることができる。都市の独占下に

あった穀物取引権の獲得は特に重視された。

このため農場領主制の本格的形成とともに、

早くも16世紀はじめには、領主直営地生産分

に関する領主自身の手による穀物輸出が、選

帝侯より認められた。さらに1536年には、農

民の生産分に関しても都市の交易独占に穴を

あけ、農民自身が市場を選択しうるよう選帝

侯に圧力を加え、規則の改正をかちとった(30)。

また領主達は16世紀の間、ビール醸造を農村

において本格的に展開することで、都市の独

占権を侵害し、また農民保有地の買い上げに

よる領主直営地拡大を通じて、農村の租税収

入源を狭め、これらによって度重なる都市の

抗議を招いたが、しかし選帝侯権はそれを放

任した(31)。これもまた有力貴族達の政治力に

よるものといえよう。

　他方、選帝侯権と身分代表の交渉より生じ

た政策、特に財政の領域においては、城主＝

官職貴族層がしばしば大幅な譲歩を示してい

ることにも注目したい。ここで、ヨハン・ゲ

オルク即位（1571）直後に開催されたラント

議会（1572）での議論を取りあげることにし

よう(32)。そこでは、前選帝侯ヨアヒム２世が

残した400万ターレルに及ぶ債務処理が問題

となった。御領地の多くが抵当化され、選帝

侯の独自収入が弱体化し、これによって債務

を一層増加させ、租税への依存が強まってい

ることが、諸身分側の不満の対象であった(33)。

このため会議に先立って選帝侯の宮廷・宮廷

外顧問官によって個々の債務の法的根拠が詳

細に洗い出され、債務総額は250万ターレル

にまで圧縮されたのであるが、その返済計画

を立て、御領地を抵当から解放することが、

この議会の目的であったといえよう。しかし

債務の圧縮にせよ、御領地経営の建て直しに

せよ、いずれも選帝侯権、身分団体双方の利
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害にかなうものであったとはいえ、自ら債権

者であり、かつ御領地抵当権保有者であった

城主＝官職貴族層にとっては、権利や利益の

削減につながりかねなかった。それにもかか

わらず、彼らは表だった抵抗を示さず、官僚

として債務圧縮作業を推進する一方、騎士身

分としては、債務引受＝租税負担分配に関し

て、都市の窮状を見かね、従来の騎士身分＝１、

都市＝２という比率を、この場合に限って２

対１に逆転させることまで受容したのである。

　ところで16世紀から17世紀にかけホーエ

ンツォレルン家には、マクデブルク、プロイ

セン、ポメルン、シュトラスブルク、クレー

ヴェと、次々と継承権が生じたが、この結果

王朝的利益にこだわる選帝侯は、自然、積極

的外交政策に傾く傾向を示し、他方財政負担

を嫌う身分団体側は消極的・平和的外交政策

を指向した。両者の利害対立は特に外交・財

政の分野で生じることになる(34)。両者の利害

を調整し、落着を見いだす能力を持つ者は、

城主＝官職貴族層をおいては他になく、彼ら

の一部は選帝侯の代理として、また別の一部

は身分代表として会し、調整作業を行った。

ただし彼らは利害調整の過程で、自らの利益

を押し込むことも忘れてはいなかった。例え

ば72年のラント議会において、選帝侯権や都

市に対して財政上譲歩しつつ、穀物輸出関税

撤廃を勝ち取っていることは、その典型事例

といえるであろう(35)。領地において、中世後

期の混乱を収拾し、秩序の再建に努力を傾け

つつ、土地と労働力の多くを得て農場領主制

を形成したように、ラント政治の舞台でも城

主＝官職貴族達は、利権官職を優先的に獲得

するのみならず、政策形成においても、選帝

侯権、身分団体双方における指導的立場に立

脚しながら諸利害を調整し、その中から自己

の利益を引き出す能力を持っていた(36)。これ

こそ、16世紀ブランデンブルクにおいて、城

主＝官職貴族が真の「権力エリート」であっ

た証というべきである。何故に16世紀末より

彼らはこのような能力を失っていったのかは、

節を改めて論じることにしよう。

凡例（省略記号）

FBPG ＝ Forschungen    zur    Brandenbur-

　　gischen und Preussischen Geschichte

HHBB ＝ Historischer Handatlas von Bran-

　　denburg und Berlin (Verö ffentlichungen

　　der Historischen Kommission zu Berlin)

HZ ＝ Historische Zeitschrift

JfBLG ＝ Jahrbuch fü r Brandenburgische 

　　Landesgeschichte

序論註

�　北条功「『プロイセン型』の歴史的構造」山

田盛太郎編『変革期における地代範疇』岩波書

店、1956年、藤瀬浩司『近代ドイツ農業の形

成』御茶の水書房、1967年、成瀬治『絶対主

義国家と身分制』山川出版社、1988年、阪口

修平『プロイセン絶対王政の研究』中央大学出

版部、1988年、仲内英三「フリードリッヒ二

世即位時のプロイセン等族制」『早稲田政治経

済学雑誌』297・8号、1989年。他に増井三夫

氏による農場領主制下の学校制度研究は、近年

のわが国学界の貴重な成果である（同氏『プロ

イセン近代公教育史研究』亜紀書房、1996年）。

また飯田恭氏の近年のめざましい研究業績に

関しては、別の機会に触れることにしたい。ド

イ ツ の 研 究 史 に つ い て は、P. - M. Hahn, 

Fü rstliche Territorialhoheit und lokale 

Adelsgewalt. Die herrschaftliche Dur-

chdringung des lä ndlichen Raumes 

zwischen Elbe und Aller（1300―1700）（以

下 Adelsgewalt と略）、Berlin/New York, 　

1989, S.6-35が、最も包括的で詳しい整理を

行 っ て い る 。 他 に R. Enders, Adel in der 

frü hen Neuzeit, Mü nchen, 1993, S. 83―92を
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参照のこと。

�　成瀬氏によって既に、両視角を関連づけるこ

との重要性が論じられているが（成瀬、前掲書、

４―６頁）、氏の絶対王制下の寄生地主制と家産

的官職制度の関連に関する指摘は、抽象的なま

まにとどまっているように思われる。

�　近世ヨーロッパの「権力エリート」の定義に

関しては、W. Reinhard, Power Elites, State 

Servants, Ruling Classes, and the Growth 

of State Power, in : derselbe (Hg.), The 

Origins of the Modern State in Europe　

13th to 18th Century, Theme D. Power 

Elites and State Building, Oxford, 1996.

�　高柳信一『近代プロイセン国家成立史』有斐

閣、1954年。

�　F. Gö se,    Die    Struktur   des   Kur-und 

　Neumä rkischen Adels im Spiegel der 

Vasallentabellen des 18. Jahrhunderts, in : 

FBPG, Neue Folge, Bd. 2, Hft. 1, 1992.

�　身分＝階層分析にとって、貴族の教育過程や

家族・親族関係の分析が不可欠であることはい

うまでもないが、これらの領域に関する研究は、

ハーンの16世紀に関する検討以外に、ドイツ

でも本格的なものは見当たらない（P.-M. 

Hahn, Struktur und Funktion des branden-

burgischen Adels im 16. Jahrhundert（以下

Strukturと略）、Berlin, 1979, S.110―30）。筆

者にそれらを独自に検討する能力はなく、その

本格的解明はあきらめざるをえない。

�　近世貴族史の全過程を描き出すには、18世

紀後半からプロイセン改革を経て三月前期、産

業革命期に至る過程の検討がなければ、それを

締めくくることはできない。その過程に関して

は、筆者はブランデンブルク・レブス郡のマル

ヴィッツ家・フリーデルスドルフ領の検討を並

行して進めており、本稿とは別の機会で明らか

にすることにしたい。

Ⅰ註

�　L. Enders, Die Uckermark. Geschichte 

einer kurmä rkischen Landschaft vom 12. 

bis zum 18. Jahrhundert（以下Uckermarkと

略）、Weimar, 1992, S.118f.

�　Ebenda, S.109.

�　中世後半において有力であったブランデン

ブルクの代表的城主については、Hahn, Adel 

und Landesherrschaft in der Mark 

Brandenburg im spä ten Mittelalter und 

der frü hen Neuzeit（以 下 Adel と 略）、in : 

JfBLG, Bd. 38, 1987, S.52を参照。

�　Hahn, Adelsgewalt, S.50―3, 85.

�　Ebenda, S.91.

�　Ebenda, S.55―80.

�　Ebenda, S.98f.,103.

�　Enders, Uckermark, S.117―9.

�　Ebenda, S.124.

�　L. Enders, Das bä uerliche Besitzrecht in 

der Mark Brandenburg, untersucht am 

Beispiel der Prignitz vom 13. bis 18. 

Jahrhundert（以下 Besitzrecht と略）、in : J. 

Peters (Hg.), Gutsherrschaftsgesellschaften 

im europä ischen Vergleich, Berlin, 1997, 

S.406.

�　Hahn, Adel, S.53f.

�　以下の記述はハーンの研究に依拠している

（Hahn, Adelsgewalt, S.114―190）。

�　Ebenda, S.114 ― 134.　ハーンは博士論文に

もとづく旧著において、レーン制の後退と農場

領主制の形成によって、貴族における親族＝大

家族制は形骸化し、むしろ小家族が実体的意味

を 持 つ よ う に な る と し て い る（Hahn, 

Struktur, S.16f.）。しかし教授資格請求論文に

もとづく新著の以上のような見解は、実証的に

はるかに説得力を持つ。

�　Ebenda, S.169―72.

�　Enders, Uckermark, S.113.

�　例えばプリクニッツでは14世紀末にラント

フォークト職は消滅し、ハウプトマン職への移

行が行われていた（J. Schultz, Die Prignitz. 

Aus der Geschichte einer mä rkischen 

Landschaft（以下Prignitzと略）、Kö ln/Graz, 

1956, S.141―3)。

�　以 上 の 過 程 に つ い て は、I. Materna/W. 

Ribbe (Hg.), Brandenburgische Geschichte, 

Berlin, 1995, S.224―6、を参照。

�　Ebenda, S.188―92.

�　J. Schultz, Die Mark Brandenburg（以 下

Brandenburgと 略）、Bd. 3, Berlin, 19892, 

S.159f.
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�　Materna/Ribbe, a. a. O., S.209.

�　Schultz, Brandenburg, Bd. 3, S.188.

�　Hahn, Struktur, S.173, 6.

�　Hahn, Adelsgewalt, S.140―50.

�　ハーンが明らかにしえた1500―1620年のブ

ランデンブルク貴族大学進学者185名のうち、

92名 を３家 出 身 者 が 占 め て い る（Hahn, 

Struktur, S.113―19）。

�　Ebenda, S.208.

�　Ebenda, S.206. 領邦外貴族に対する開放性

は、この後18世紀に至るまでブランデンブル

ク貴族の特性となり、「権力エリート」の新陳

代謝を可能にする重要な契機となっていった。

�　Ebenda, S.11; Hahn, Adel, S.49.

Ⅱ註

�　Enders, Uckermark, S.112f. ; Hahn, Adel, 

S.52, 4.

�　Schultz, Prignitz, S.138f.

�　Hahn, Struktur, S.29―34.

�　ただしガンス家は騎士身分ではなく、高級貴

族 身 分 Herrenstand に 属 す（M. Ha , Die 

kurmä rkischen Stä nde im letzten Drittel 

des sechzehnten Jahrhunderts, Mü nchen/

　Leipzig, 1913, S.18）。

�　ザルデルン家による選帝侯への資金提供と、

その見返りとしての領地獲得に関しては、J. 

Peters, Inszenierung von Gutsherrschaft 

im 16. Jahrhundert. Mathias von Saldern 

auf Plattenburg-Wilsnack (Prignitz)（以 下

Inszenierung  と略）、in  :  derserbe  (Hg.), 

　Konflikt und Kontrolle in Gutsherrschafts-

gesellschaften, Gö ttingen, 1995, S.249―51、

参照。

�　Hahn, Struktur, S.35f.

�　Ebenda, S.41.

�　HHBB,    Lfg.     33.     Besitzstand     und 

　Sä kularisation in Brandenburg um die 

Mitte des 16. Jahrhundert.

�　W. W. Hagen, How mighty the Junkers ? 

Peasant Rents and Seigneurial Profits in 

Sixteenth-Century Brandenburg（以 下

Sixtennth-Centuryと 略）、in : Past and 

Present, Nr.108, 1985, S.108.

�　以 下 に つ い て は、Enders, Uckermark, 

S.171―6、参照。

�　かかる操作は、F. Grossmann, Ü ber die 

gutsherrlich-bä uerlichen Rechtsverhä lt-

nisse in der Mark Brandenburg vom 16. 

bis 18. Jahrhundert, Leipzig, 1890, S.111 ―

38に掲載された表にもとづいて行っている。

�　ミッテルマルクの中世後期における廃村化

の 情 報 は、E. Fidicin, Die Territorien der 

Mark Brandenburg oder Geschichte der 

einzelnen  Kreise,  Stä dte,  Rittergü ter  und 

　Dö rfer in derselben als Fortsetzung des 

Landbuchs Kaiser Karl's Ⅳ, Bd.1(Teltow, 

Niederbarnim), Bd.2 (Oberbarnim), Bd.3 

(Havelland, Zauche), Berlin, 19742、より得て

いる。

�　ハーンによるならば、中世後期において既に

ウッカーマルクやバルニムでは、他のクライス

に比べ、領主直営地の規模が一般に大きかった

（Hahn, Struktur, S.98）。このような傾向が、近

世に入って一層強化されたとすることができ

よう。

�　HHBB, Lfg.4, Neue Siedlungen in 

Brandenburg 1500―1800、及び同地図に関す

るH. K. Schulzeの解説参照。アルトマルクが、

農場領主制地帯と土地領主制地帯の境界領域

にあったことが、ここで想起されるべきである。

�　Endes, Uckermark, S.154, 204.

�　Ebenda, S.203.

�　Peters, Inszenierung, S.268f.  ところで高

柳信一氏は、ラントフォークタイ制の形骸化と

任命制シュルツェ導入によって、15世紀には

領主裁判権が確立したとしている（同氏、前掲

書、161―3頁）。また氏は任命制シュルツェを

領主の使用人としているが、農民以外からの選

出が果たしてどの程度ありえたか、疑問である。

氏にあっては領主裁判権成立を早めに、しかも

過大に評価しすぎるきらいがある。

�　アルヴェンスレーベン家領地でも、またザル

デルン家領地でも、各村落２名の参審員が選出

された。ブランデンブルク全体をみると各村落

1から4名選出されているが、やはり２名という

数は一般的であったようである（Hahn, 

Adelsgewalt, S.178 ; Peters, Inszenierung, 

S.266 ; C. Bornhak, Preu ische Staats- und 
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Rechtsgeschichte, Berlin, 1903, S.44）。

�　村落裁判や「参審員帳簿」の存在によって、

エンダースやペータースがブランデンブルク

の近世村落自治の意義を明らかにしようとす

るのに対し、ハルニッシュは、豊かな村落共有

財産や村落財政を持ち、バウアーマイスター制

をとる西エルベの村落と比較することで、それ

を欠くシュルツェ制の東エルベ村落自治を低

く評価しようとする傾向がある（H. Harnisch, 

Die Landgemeinde im ostelbischen Gebiet 

(mit Schwerpunkt Brandenburg), in: HZ, 

Beiheft 13, 1991）。しかしぺータースにより、

シュルツェの他にさらにバウアーマイスター

（各村落に２名）を持つ村落がプリクニッツに

あり、農民によって選ばれた彼らが、村内の業

務を互いに分業して担当していたことが明ら

か に さ れ て い る（Peters, Inszenierung, S. 

267）。またアルトマルクの村落にも、この役

職が存在した事例を見いだすことができる

（Hahn, Adelsgewalt, S.178）。このような存

在がブランデンブルクでどれほど一般的で

あったかは不明であるが、しかし東西エルベの

村落自治を、過度に対照的に捉えることには慎

重であらねばならないだろう。

�　Peters, Inszenierung, S.273.

�　Ebenda, S.278―80.

�　Hahn, Adelsgewalt, S.300 ― 3. アムツシュ

ライバーの文書による所領管理が、たとえどれ

ほど重大な意味を持つとはいえ、それを過大に

評価することは控えねばならない。17世紀の

御領地の事例ではあるが、筆者もまた、彼らに

よる資産管理や定期的会計書類作成の杜撰さ

が、御領地経営に混乱を招いたことを指摘して

おいた（拙稿「三十年戦争後ブランデンブルク

＝プロイセンにおける御領地財政再編とグー

ツヘルシャフトの確立」『西洋史研究』新輯第

27号、1998年､36―40頁）。

�　ポリツァイ条例に関する近年の研究史の整

理は、松本尚子「ドイツ近世の国制と公法－帝

国・ポリツァイ・法学」『法制史研究』第48号、

1998年において行われている。

�　Hahn, Adelsgewalt, S.188―91.

�　Schultze, Brandenburg, Bd.4, S.158.

�　Ha , a. a. O., S.100―7.

�　Peters, Inszenierung, S.251―3.

�　Ebenda, S.273 ― 5 ;  Hahn, Adelsgewalt, 

S.181―8.

�　Peters, Inszenierung, S.272f.

�　Hahn, Struktur, S.179―81.

�　Peters, Inszenierung, S.276.

�　Ebenda, S.258 ― 64 ; Enders, Uckermark, 

S.212―4.

�　こうした観点を一層押し進め、16世紀にお

ける農場領主制の形成を、「社会的規律化」

Sozialdisziplierungの一環として初めて本格

的に論じたのは、管見によればハーンであった

（Hahn, Struktur, S.89―109）。同概念を積極的

に使用していないとはいえ、ペータースにも共

通した問題意識を読みとることができる。もし

「社会的規律化」概念が農場領主制形成の説明

においても有効であるならば、同概念の普遍的

性格によって、論理的に農場領主制が同時代の

西エルベ土地領主制に対して、何らかの共通す

る特徴を持っていたことをも示唆する。なお日

本においても、農場領主制と社会的規律化を関

連づけて説明しようとする試みは、村落学校に

焦点を定めた増井三夫氏によってすすめられ

た（同氏、前掲書）。氏の著作が、日本人研究

者のそれとしては稀にみる実証的達成と論理

的構成力を持つことを認めた上で、氏の議論に

あっては、農場領主制の特殊的性格を強調する

ところの大塚史学の領主制類型論と、より普遍

的概念である社会的規律化論の間にある齟齬

が、充分意識化されていないことに、ここで注

目せざるをえない。またハーンのとりあげた

16世紀の社会的規律化と、氏の検討する18世

紀のそれを、どのように関連づけるかも残され

た重要な研究課題となろう。同概念を16世紀

の農場領主制形成に適用することに対しては、

反対する根拠を持つものではないが、ここでは

その適用可能性とその問題点を示唆するにと

どめておきたい。

�　Grossmann, a. a. O., S. 63、藤瀬、前掲書、

86頁。

�　加藤房雄「東エルベ農村社会史論覚書－研究

動向の一断面」経済史研究会編『欧米資本主義

の史的展開』思文閣出版、1996年、248―53頁。

氏が参照を求めているのは、Harnisch, a. a. 

O. で あ る が、derselbe, Rechtsquä litat des 

Bauernlandes und Gutsherrschaft, in: 
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Jahrbuch fü r Geschichte des Feudalismus, 

Bd.3, 1979も参照せよ。

�　Enders, Besitzrecht, S.407―9.

�　Enders, Uckermark, S.181―4.

�　Ebenda, S.187 ― 9 ; Enders, Besitzrecht, 

S.409f.

�　Grossmann, a.a.O., S.38f.; G.F.Knapp, Die 

Bauernbefreiung und der Ursprung der 

Landarbeiter   in   den   ä lteren   Theilen

　Preu ens, Bd.1, Mü nchen/Leipzig, 1927, 

S.40f.

�　J. Sack, Die Herrschaft Stavenow 

(Mitteldeutsche Forschungen Bd.13), Kö ln/

　Graz, 1959, S.84―8.

�　Hahn, Struktur, S.106―8.

�　ハーゲンは、英語で論文執筆する場合常に１

シェフェルScheffelを１ブシェルとしている。

彼は１ブシェルを約40kgとしているが、１シェ

フェルは体積単位で、約55リットルである。

�　Hagen, Sixtennth-Century, S.95, 103f.

�　Ebenda, S.105f, Anm. 87.

�　Ebenda, S.83―95.

�　Ebenda, S.107f.

�　以下の説明は、Enders, Uckermark, S.193―

200。他に藤瀬、前掲書、91―3頁も参照せよ。

�　16世紀農場領主制下の農民経営に関する藤

瀬浩司氏の評価に関し、ここで私見を述べてお

きたい。藤瀬氏は、東エルベ農民経営の構造的

不安定さを過程の出発点として重視し、これに

より15世紀末以来、年地代滞納などで対領主

債務を累積させ、これが農民の隷役小作への没

落を招き、さらに隷役小作化は賦役の増強を促

進したと、農民層の農場領主制下における地位

低下過程を説明している（藤瀬、前掲著、79―

87、97頁）。隷役小作制が一義的に賦役強化の

促進要因になるとの理解に、筆者は異論を持つ

ものであるが、これに関しては本稿第３節にお

いて説明するとして、ここでは次の２点の疑問

を提示するにとどめたい。即ち第１に、ブラン

デンブルクに関する限り15世紀末より16世紀

中葉においては、全般的農民経営の悪化を論証

できないこと。第２に、隷役小作制形成の原因

を15世紀末からの対領主債務に求めるという

氏の理解は、17世紀後半以降における隷役小

作制の本格的展開という氏も認めている事実

と整合しないということ。筆者は、隷役小作制

の本格的形成は15世紀末ではなく、むしろ16

世紀末不況より始まるいわゆる｢17世紀危機｣

の時代に求めるべきである、と考えている。

�　高柳、前掲書、245頁。

�　ここでいう「定地賦役」の意義は、古典荘園

解体期に現れたそれとは全く異なる。後者に関

しては、森本芳樹「古典荘園制の解体過程」大

塚久雄、高橋幸八郎、松田智雄編著『西洋経済

史講座』Ⅰ、岩波書店、1960年、119―129頁、

を参照。

�　Hahn, Struktur, S.99f.; Enders, a. a. O., 

S.200.  ハーンは、かかる賦役方法にも、農場

領主制形成が「社会的規律化」過程の一環であ

ることの根拠を見ている。

Ⅲ註

�　ここでもわれわれはハーンの研究に決定的

に依存している。Hahn, Struktur, Kap.8、参

照。

�　アルヴェンスレーベン家が、アルニムや

シューレンブルク家ばかりか、ハーケ、ヴィン

ターフェルト家などと比べても、官職保有者数、

官職数ともに見劣りするが、これは同家がブラ

ンデンブルクに限らず、中北ドイツ諸邦に仕官

の範囲を広げていた結果であろう。領邦外貴族

の官職貴族としての採用と並び、ブランデンブ

ルク貴族の領邦外への仕官は、16世紀におい

ては珍しい現象ではなかったが、しかし18世

紀になると、正統的「権力エリート」としては

望ましい行動ではなくなり、相変わらず領邦外

に仕官者を出し続けた同家は、典型的「権力エ

リート」とは見なせなくなる。この点は第３節

で触れることになるであろう。

�　Ebenda, S.208.

�　前掲拙稿、36―41頁; K.Breysig, Geschichte 

der brandenburgischen Finanzen in der 

Zeit von 1640 bis 1697. Darstellung und 

Akten, Bd.1, Leipzig, 1895, S.153―6.

�　Hahn, Struktur, S.37,40,44. 御領地が特に

多く分布しているのは、ルピンの他は、下バル

ニム、レブス、ノイマルクなどであった

(HHBB, Lfg.33, Besitzstand und Sä kularisa-

tion in Brandenburg um die Mitte des 16. 
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Jahrhunderts）。なおブライジヒが作成した

1615年の御領地収入表には、22のクールマル

ク御領地が記載されている（K. Breysig, a. a. 

O., S.376）。

�　O. Berhre, Geschichte der Statistik in 

Brandenburg-Preussen bis zur Grü ndung 

des Kö niglichen Statistischen Bureaus, 

Berlin, 1905, S.88.

�　以下の経緯に関しては、Hahn, Struktur, 

S.213―25、参照。

�　Peters, Inszenierung, S.249―51.

�　Hahn, Struktur, S.222.

�　Ebenda, S.219f.

�　Ebenda, S.220f.

�　Ebenda, S.180,7.

�　Ebenda, S.218.

�　O. Hintze, Der Ursprung des preu ischen 

Landratsamts in der Mark Brandenburg, 

in: derselbe, Regierung und Verwaltung, 

Gesammelte     Abhandlungen,     Bd.3,

　Gö ttingen, 1970, S.179.

�　Hahn, Struktur, S.181―3.

�　F. ハルトゥング著（成瀬治/坂井栄八郎訳）

『ドイツ国制史』岩波書店、1980年、117―28

頁。

�　ただしヨアヒム２世はクールマルクのみを

統治し、彼の治世においてはノイマルクの君主

は弟のヨハンスJohannsであった。ヨハン・ゲ

オルクが両者を再び統合する。

�　16世紀ブランデンブルクの身分制の構成に

関しては、Ha , a. a. O., S.8―43、参照。

�　これらの設立年は必ずしも明確ではないが、

1540年代であることはほぼ間違いないようで

あ る（M. F. v. Bassewitz, Kurmark 

Brandenburg, ihr Zustand und ihre 

Verwaltung unmittelbar vor dem 

Ausbruche des franzö sischen Krieges im 

Oktober 1806, Leipzig, 1847, S.134; Ha , a. 

a. O., S.57)。

�　Ha , a.a.O., Kap.3.

�　16世紀クールマルクの諸身分会議に関して

は、Ha ,  a.  a.  O.,  S.44―73;  H.  Croon,  Die 

　kurmä rkischen Landstä nde 1571 ― 1616, 

Berlin, 1938, S.4―13、参照。

�　Ha , a. a. O., S.57f, 77.

�　例えば、1577年のトルコ税および嫁資税

Frä uleinsteuer承認と70、90年代におけるポ

リツァイ条例改定の手続きを参照せよ（Ha , 

a. a. O., S.100―15 ; Croon, a. a. O., S.25―7)。

�　Hahn, Struktur, S.164.

�　Ha , a. a. O., S.73 ; Croon, a. a. O., S.12.

�　Ebenda, S.212.

�　Ha , a. a. O., S.251.

�　Croon, a. a. O., Kap. 7.

�　Hahn, Struktur, S.196―203.

�　Ha , a. a. O., S.136f.

�　Ebenda, S.143―5, 165f.

�　この交渉の経緯に関しては、Ha , a. a. O., 

S.177―82 ; Croon, a. a. O., S.13―23、参照。

�　Ha , a. a. O., S.129.

�　Ha , a. a. O., S.85.  かかる対立は16世紀末以

降、徐々に激しさを増していくが、それについ

ては第２節でとりあげることになる。

�　Croon, a. a. O., S.20.

�　領主貴族達が、農場領主制形成を通じて農民

経営や周辺都市に対して圧力を加えることに

よって、16世紀のブランデンブルクの社会構

造が、世界システム論でいうところの「周縁的

構造」への指向を内包していた点については、

否定する理由はない。しかし秩序形成者、利害

調整者としての城主＝官職貴族は、少なくとも

16世紀末までは、かかる指向の過度な追求に

対して自己抑制するだけの余裕や能力を兼ね

備えていた。「17世紀危機」発生に関するホブ

ズボームの周知の仮説では、東ヨーロッパにお

ける農場領主制の形成が、農民経営や都市を衰

退させ、市場収縮の一因となったことが指摘さ

れているが（「17世紀におけるヨーロッパ経済

の全般的危機」トレヴァ＝ローパー他『十七世

紀危機論争』創文社、1975年、所収）、ブラン

デンブルクに関しては、この図式が当てはまる

か疑問である。
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第１表　ウッカーマルク貴族の所領所有（単位：村落数）

1600年1500年
貴　族　家

分割領有一括領有分割領有一括領有

28653228Arnim

1413239Holzendorf

410239Greiffenberg

2717Sparr

7956Blankenburg

4746Berg

1736Hohnstein

―326Bredow

135114Buch

12563Eickstedt

7363Lindstedt

1313Dö hren

78112Schulenburg

2222Arnsdorff

3212Ramin

4332Stegelitz

4251Stü lpnagel

4241Kerkow

124―1Trott

179101総　　　計

典拠：L. Enders, Uckermark, S.307.

地図　18世紀クールマルクのクライス区画

注：16世紀においては、アルトマルク、プリクニッツ、ウッカーマルク以外の（小）クライ
スがミッテルマルクを形成するが、三十年戦争後は小クライスが実体上は独立する。
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第２表　プリクニッツ貴族の所領所有

村落数（1600年）ラントショッス申告額（1542年）
貴　族　家

分割領有一括領有（上位10家）

2339260GuldenQuitzow

1838806Rohr

1137548Gans

516Saldern

41080Blumenthal

310Wenckstern

109108Wartenberg

68116Warnstedt

9595Mö llendorf

7490Klitzling

2467Winterfeld

23Kehrberg

92107Platen

72Kapelle

22Kö nigsmark

22Kaphengt

02Krü sicke

02Burghagen

02Dü pow

計  12他20家

209約  3000Gulden総　　　計

典拠：J. Schultz, Prignitz, S.138f. ; L. Enders, Aus drä ngender Not. Die Verschuldung des 
　　　gutsherrlichen Adels der Mark Brandenburg im 17.  Jahrhundert, in : Jahrbuch fü r die Geschichte 

Mittel-und Ostdeutschland, Bd. 43, 1994, S.9f、より作成。

第３表　ハーヴェルラント貴族の所領所有（単位：フーフェ数）

1620年1500年

2404.5  （64.45％）７家1936.5  （52.57％）６家第１グループ

  336     （  9.01％）３家  904.25（24.55％）10家第２グループ

  683.5  （18.31％）12家  375.5  （10.19％）９家第３グループ

  307     （  8.23％）22家  467.25（12.67％）33家第４グループ

典拠：Hahn, Struktur, S.41
　注：グループ分類の基準については、本文17頁を参照。
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第４表　ウッカーマルクの領主直営地と農民農場の動向（単位：フーフェ数）

1620年1560年1500年

761784578775農民フーフェ

490837312028騎士フーフェ

270530424427廃　　　　村

典拠：Enders, Uckermark, S.173.
　注：農民フーフェの中で、領主直営地に統合された部分に関しては、騎士フーフェとし

て計算されている。

第５表　ミッテルマルクの領主直営地と農民農場の動向（単位：フーフェ数・村落数）

1624年1450年
小クライス

廃 村 数村 落 数領主直営地農民農場領主直営地農民農場

9124675.530393152008テ ル ト ウ

1489637.533692442596下 バ ル ニ ム

186890224162232945上 バ ル ニ ム

577614.52583.254082033東ハーヴェルラント

463582829.511407.2511909582計

典拠：Behre, a. a. O., S.40, 62 ; Grossmann, a. a. O., S.111-38 ; E. Fidicin, a. a. O., Bd. 1-3、より作成。
　注：農民フーフェの中で、領主直営地に統合された部分に関しては、領主直営地として計算されている。

第６表　ブランデンブルク官職の13貴族家による寡占状況（1470－1620年）

官　職　数官職保有者数一　族　数一族当たりの官職保有者数

22713313６　人　以　上

1076819３　～　５　人

19211697１　～　２　人

526317人129家計

典拠：Hahn, Struktur, S.207.
　注：ハーンによる集計上の誤りは訂正されている。
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第７表　ブランデンブルクの指導的官職貴族家の官職保有（1470年－1620年）

アムツ Hplランデス Hpl宮　廷　官官　職　数官職保有者貴　族　家

533127Alvensleben

96123321Arnim

4341410Bredow

12092813Flans

5431910Gans

507168Hake

503126Oppen

51186Quitzow

502107Rochow

6441710Rohr

4091711Schlieben

7712414Schulenburg

6321710Winterfeld

78（35％）31（75％）60（45％）227（43％）133（42％）計

典拠：Hahn, Struktur, S.207.
　注：ハーンによる集計上の誤りは訂正されている。

第８表　貴族家別の新ビール税金庫大委員会委員数（1564－1601年）

官　職　数官職保有者数委　員　数貴　族　家

141011Bredow

33219Arnim

24147Schulenburg

1076Rochow

225Rö bel

524Burgsdorf

733Bartensleben

113Bismarck

113Blummenthal

19103Gans

――3Gladow

633Lü deritz

3543Thü rmen

333Wulffen

66人以上14家計

75人他　55家計

141人69 家総計

典拠：Ha , a. a. O., Anlage 2. ; Hahn, Struktur, S.349-52、より作成。
　注：官職（保有者）数は、1470－1620年の数値である。


	Journal_No2-09.pdf
	Journal_No2-10.pdf
	Journal_No2-11.pdf
	Journal_No2-12.pdf
	Journal_No2-13.pdf
	Journal_No2-14.pdf
	Journal_No2-15.pdf
	Journal_No2-16.pdf
	Journal_No2-17.pdf
	Journal_No2-18.pdf
	Journal_No2-19.pdf
	Journal_No2-20.pdf
	Journal_No2-21.pdf
	Journal_No2-22.pdf
	Journal_No2-23.pdf
	Journal_No2-24.pdf
	Journal_No2-25.pdf
	Journal_No2-26.pdf
	Journal_No2-27.pdf
	Journal_No2-28.pdf
	Journal_No2-29.pdf
	Journal_No2-30.pdf
	Journal_No2-31.pdf
	Journal_No2-32.pdf
	Journal_No2-33.pdf
	Journal_No2-34.pdf
	Journal_No2-35.pdf
	Journal_No2-36.pdf
	Journal_No2-37.pdf
	Journal_No2-38.pdf
	Journal_No2-39.pdf
	Journal_No2-40.pdf
	Journal_No2-41.pdf
	Journal_No2-42.pdf
	Journal_No2-43.pdf
	Journal_No2-44.pdf

